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は
じ
め
に

2 

新
会
社
法
は
、
「
本
法
ニ
於
テ
会
社
ト
ハ
商
行
為
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
設
立
シ
タ
ル
社
団
ア
謂
フ

ス
ル
社
団
ニ
シ
テ
本
編
ノ
規
定
ニ
依
リ
設
立
シ
タ
ル
モ
ノ
ハ
商
行
為
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
セ
ザ
ル
モ
之
ヲ
会
社
ト
看
倣
ス
」
（
二
O
O
五

〔
平
成
一
七
〕
年
改
正
前
商
法
五
二
条
）
と
い
う
会
社
の
規
範
的
な
定
義
（

g
s
a
Z
2
F
m
E
g
－
－
会
社
の
設
立
要
件
ー
ー
を
削

営
利
ヲ
目
的
ト

除
し
た
。

こ
の
「
社
団
」
性
の
削
除
に
も
拘
ら
ず
、
神
田
秀
樹
は
「
し
か
し
、
会
社
は
社
団
で
あ
る
」
と
断
ず
る
。
「
社
団
と
は
組
合
に
対

す
る
概
念
で
法
的
形
式
と
し
て
、
出
資
者
で
あ
る
団
体
の
構
成
員
が
相
互
に
契
約
関
係
で
結
合
す
る
団
体
を
組
合
、
構
成
員
が
団
体

と
の
間
の
社
員
関
係
に
よ
り
団
体
を
通
じ
て
間
接
に
結
合
す
る
団
体
を
社
団
と
呼
ぶ
」
と
定
義
づ
け
、
「
社
団
で
は
、
各
構
成
員
の

権
利
義
務
は
社
員
の
地
位
と
い
う
団
体
に
対
す
る
権
利
義
務
の
内
容
と
な
り
、
団
体
の
財
産
は
団
体
自
身
に
帰
属
し
、
構
成
員
は
観

念
的
な
持
分
を
有
す
る
に
す
ぎ
な
い
。
団
体
の
構
成
員
の
関
係
を
処
理
す
る
た
め
に
は
、
社
団
の
ほ
う
が
組
合
よ
り
簡
便
で
あ
り
、

構
成
員
が
多
数
い
る
場
合
に
は
、
社
団
形
式
に
よ
る
処
理
が
優
れ
て
い
る
」
と
社
団
の
組
合
に
対
す
る
特
徴
を
述
べ
る
が
、
結
局
の

（

1
）
 

と
こ
ろ
「
社
団
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
法
律
関
係
は
法
律
上
明
定
さ
れ
て
い
る
た
め
、
社
団
性
を
論
じ
る
実
益
は
な
」
い
も
の
と
す
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
森
本
滋
は
、
よ
り
積
極
的
に
会
社
の
社
団
性
の
意
義
を
強
調
し
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
会
社
は
会
社
法
の
定

め
る
法
人
で
あ
る
と
い
う
こ
と
で
も
足
り
る
（
民
三
三
条
参
照
）
。
し
か
し
、
株
主
・
社
員
の
法
的
地
位
を
明
確
化
す
る
た
め
、
会
社

は
、
社
団
法
人
で
あ
る
と
解
す
る
べ
き
で
あ
る
。
（
中
略
）
社
団
法
人
と
は
、
理
念
的
に
は
、
定
款
と
い
う
根
本
規
則
を
基
礎
に
形

成
さ
れ
た
人
の
団
体
に
法
人
格
が
認
め
ら
れ
た
も
の
で
あ
り
（
一
般
法
人
一

O
条
一
項
）
、
一
人
社
団
な
い
し
一
人
会
社
に
つ
い
て
は
、

そ
の
社
会
的
・
経
済
的
意
義
を
承
認
し
て
（
ま
た
、
社
員
が
一
人
と
な
る
こ
と
を
解
散
事
由
と
す
る
特
別
の
要
請
も
な
い
）
、
例
外
的
に

（

2
）
 

認
め
ら
れ
る
に
す
ぎ
な
い
」
。
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江
頭
憲
治
郎
も
ま
た
会
社
を
「
社
団
法
人
・
財
団
法
人
の
区
別
で
い
え
ば
、
一
種
の
『
社
団
法
人
」
で
あ
る
」
と
確
言
し
な
が
ら

も
、
社
団
性
の
削
除
の
理
由
に
つ
い
て
は
、
「
わ
が
国
で
は
、
「
社
団
』
の
語
が
元
来
複
数
人
の
集
合
体
の
意
味
で
使
用
さ
れ
て
き
た

の
に
対
し
、
株
式
会
社
に
は
一
人
会
社
が
き
わ
め
て
多
く
、
か
っ
、
会
社
法
は
、
持
分
会
社
に
も
一
人
会
社
を
許
容
し
た
こ
と
か
ら
、

（

3
）
 

会
社
を
『
社
団
」
と
明
示
す
る
こ
と
に
跨
踏
が
感
じ
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
と
推
測
さ
れ
る
」
も
の
と
し
、
一
人
会
社
や
、
一
人
社
団

法
人
の
全
面
的
法
認
か
ら
す
る
と
、
新
会
社
法
上
の
「
社
団
」
の
概
念
が
「
当
然
に
『
社
員
が
複
数
」
で
あ
る
こ
と
を
前
提
と
し
て

い
る
わ
け
で
は
な
」
く
、
し
た
が
っ
て
三
財
団
」
と
区
別
さ
れ
た
意
味
で
の
『
社
団
』
、
す
な
わ
ち
構
成
員
で
あ
る
社
員
が
存
在
す

る
も
の
で
あ
る
趣
旨
と
、
形
式
的
に
と
ら
え
る
」
見
解
が
支
持
さ
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、
「
『
社
団
』
の
意
味
は
、
出
資
者
で
あ
る
社

（

4
）
 

員
を
構
成
員
と
す
る
組
織
体
と
い
う
以
上
の
も
の
で
は
な
い
」
と
結
論
づ
け
て
い
る
。

い
っ
た
い
一
人
会
社
を
社
団
性
の
内
に
あ
る
も
の
と
み
る
か
、
そ
う
で
は
な
く
、
特
別
財
産
な
ど
の
形
で
社
団
と
は
異
質
な
も
の

（

5
）
 

と
捉
え
る
か
は
そ
れ
自
体
大
き
な
問
題
で
あ
る
が
、
論
理
的
に
は
、
新
会
社
法
に
お
い
て
も
上
記
の
諸
学
者
に
よ
っ
て
根
本
的
に
否

定
さ
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
「
社
団
」
概
念
を
ど
の
よ
う
に
捉
え
る
か
、
と
い
う
古
典
的
な
問
題
が
無
視
し
得
な
い
前
提
と
し
て

存
在
し
て
い
り

μ。
む
ろ
ん
、
会
社
法
制
定
前
に
は
「
共
同
の
目
的
を
有
す
る
複
数
人
の
結
ム
取
」
と
捉
え
る
見
方
が
一
応
定
着
し
て

い
た
と
は
い
え
る
が
、
こ
の
度
の
新
会
社
法
か
ら
「
社
団
」
と
い
う
文
言
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
従
来
の
よ
う
な
商
法
の
条

（

8
）
 

文
解
釈
と
し
て
で
は
な
く
、
理
論
的
な
問
題
と
し
て
こ
れ
を
検
討
す
る
余
地
と
必
要
性
が
生
じ
た
も
の
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

こ
と
に
従
来
か
ら
通
説
に
よ
っ
て
「
社
団
」
と
対
立
す
る
共
同
企
業
形
態
と
し
て
捉
え
ら
れ
て
き
た
「
組
合
」
に
つ
い
て
、
投
資

事
業
有
限
責
任
組
合
、
有
限
責
任
事
業
組
合
と
い
っ
た
新
た
な
企
業
の
器
が
設
け
ら
れ
、
ま
た
、
社
団
に
分
類
さ
れ
る
会
社
の
内
部

（

9
）
 

に
も
組
合
的
規
律
（
組
合
そ
の
も
の
で
は
な
い
と
い
う
意
味
で
あ
ろ
う
）
を
特
徴
と
す
る
合
同
会
社
が
新
設
さ
れ
た
こ
と
に
よ
っ
て
、

組
合
と
社
団
と
の
境
界
を
従
来
に
比
べ
て
い
っ
そ
う
明
確
に
し
づ
ら
い
現
象
が
生
じ
て
き
て
い
る
。

こ
の
点
、
そ
れ
ら
の
企
業
形
態
ご
と
に
個
別
具
体
的
な
規
定
が
整
備
さ
れ
て
い
る
と
い
う
評
価
の
も
と
に
概
念
的
区
別
の
実
益
を

3 
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否
定
す
る
向
き
も
な
い
で
は
な
い
が
、
理
論
の
役
割
と
し
て
は
、
解
釈
論
の
み
な
ら
ず
立
法
論
の
た
め
に
も
、
基
本
的
な
組
織
の
類

型
を
明
ら
か
に
す
る
努
力
を
放
棄
す
る
べ
き
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
し
、
概
念
区
別
に
「
実
益
」
が
あ
る
か
否
か
は
そ
の
区
別
を
明
確

（

m）
 

に
し
た
の
ち
に
判
定
す
れ
ば
よ
い
こ
と
で
あ
る
。

4 

（

U
）
 

本
稿
は
、
筆
者
が
テ
l
マ
と
す
る
明
治
期
に
お
け
る
商
法
典
成
立
史
研
究
の
一
環
と
し
て
、
法
典
成
立
の
プ
ロ
セ
ス
の
な
か
に
現

れ
た
「
社
団
」
の
意
義
と
、
こ
れ
と
相
互
に
密
接
不
可
分
な
関
係
に
あ
る
「
会
社
」
、
「
組
合
」
の
意
義
と
変
遷
を
明
ら
か
に
し
、
倉

（ロ）

津
康
一
郎
教
授
に
よ
る
フ
ラ
ン
ス
法
研
究
の
膜
尾
に
付
し
て
、
も
っ
ぱ
ら
日
本
に
お
け
る
会
社
の
「
社
団
」
性
と
い
う
古
く
て
新
し

い
テ
l
マ
に
ア
プ
ロ
ー
チ
し
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
る
。

（1
）
神
田
秀
樹
『
会
社
法
』
（
第
一
一
一
版
、
弘
文
堂
、
二

O
一
O
年
）
六
｜
七
頁
。
同
旨
、
岩
原
紳
作
「
一
条
解
説
」
酒
巻
俊
雄
H
龍
田

節
編
集
代
表
『
逐
条
解
説
会
社
法
第
一
巻
総
則
・
設
立
」
（
中
央
経
済
社
、
二

O
O
八
年
）
二
八
頁
。

（2
）
森
本
滋
「
三
条
解
説
」
酒
巻
H
龍
田
編
集
代
表
・
前
掲
注
（
1
）
八
五
頁
。

（3
）
江
頭
憲
治
郎
『
会
社
法
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
1
｜
｜
総
則
・
設
立
川
」
（
商
事
法
務
、
二

O
O
八
年
）
八
三
頁
（
括
弧
書
き
は
割
愛
し

た）。

（4
）
江
頭
憲
治
郎
「
会
社
の
社
団
性
と
法
人
性
」
『
会
社
法
の
争
点
』
（
有
斐
閣
、
二

O
O九
年
）
八
l
九
頁
。
同
旨
、
神
作
裕
之
「
一
般

社
団
法
人
と
会
社
」
ジ
ユ
リ
ス
ト
一
三
二
八
号
四
三
頁
注
（
却
）
（
二

O
O
五
年
）
。
「
会
社
法
に
は
、
会
社
が
社
団
で
あ
る
こ
と
を
示
す

規
定
は
承
継
さ
れ
ず
、
か
え
っ
て
持
分
会
社
に
つ
い
て
も
改
正
前
法
と
異
な
り
（
改
正
前
商
九
四
条
四
号
）
、
社
員
が
一
名
と
な
っ
た
こ

と
は
会
社
の
解
散
事
由
で
は
な
く
な
っ
た
。
社
員
の
存
在
は
必
要
で
あ
る
が
、
複
数
の
社
員
と
い
う
意
味
に
お
け
る
社
団
性
は
要
求
さ
れ

な
い
こ
と
と
な
っ
た
」
。

（5
）
江
頭
・
前
掲
注
（
4
）
「
会
社
の
社
団
性
と
法
人
性
」
は
、
森
本
の
主
張
に
対
し
て
、
会
社
法
で
は
持
分
会
社
も
ふ
く
め
て
「
一
人

会
社
の
存
在
が
全
面
的
に
認
め
ら
れ
た
こ
と
」
か
ら
「
一
人
会
社
は
、
制
度
的
に
例
外
的
存
在
で
あ
る
と
は
い
え
な
い
」
と
し
て
複
数
人

の
結
合
体
で
あ
る
と
の
見
方
を
批
判
す
る
。
し
か
し
一
人
会
社
も
「
社
団
」
に
ふ
く
ま
れ
る
、
と
い
う
そ
の
前
提
が
関
わ
れ
な
け
れ
ば
な
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ら
な
い
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
倉
津
康
一
郎
「
一
人
会
社
設
立
の
法
認
の
意
義
」
企
業
会
計
四
三
巻
五
号
一

O
二
頁
以
下
（
一
九
九
一

年
）
を
参
照
。

（6
）
竹
内
昭
夫
は
そ
の
講
義
の
な
か
で
、
後
述
す
る
松
田
H
鈴
木
論
争
に
触
れ
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
「
個
々
の
点
に
つ
い
て

の
実
定
法
上
の
扱
い
の
差
を
導
き
出
す
社
団
と
組
合
と
の
法
的
本
質
に
即
し
て
社
団
と
組
合
の
概
念
を
確
定
し
た
う
え
で
な
け
れ
ば
、
人

的
会
社
が
社
団
か
組
合
か
と
い
う
こ
と
を
論
じ
て
み
て
も
、
決
め
手
は
な
い
こ
と
に
な
る
。
と
こ
ろ
が
、
社
団
と
組
合
の
概
念
、
本
質
に

つ
い
て
、
学
説
は
一
致
し
て
い
な
い
。
人
的
会
社
の
社
団
性
と
組
合
性
を
め
ぐ
る
従
来
の
論
争
が
、
必
ず
し
も
生
産
的
で
な
か
っ
た
一
つ

の
理
由
は
、
こ
の
よ
う
に
、
出
発
点
に
あ
る
概
念
が
は
っ
き
り
し
て
い
な
か
っ
た
こ
と
に
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
あ
る
い
は
裏
か
ら
い
え
ば
、

従
来
の
論
争
は
、
人
的
会
社
は
社
団
で
あ
る
か
組
合
で
あ
る
か
を
争
い
な
が
ら
、
そ
れ
を
通
じ
て
、
実
は
社
団
と
組
合
の
概
念
が
は
っ
き

り
し
て
い
な
い
こ
と
、
そ
れ
を
明
確
に
す
る
必
要
が
あ
る
こ
と
を
、
明
ら
か
に
し
て
き
た
と
言
う
こ
と
も
で
き
よ
う
」
（
傍
点
は
引
用
者

に
よ
る
）
。
こ
こ
で
指
摘
さ
れ
て
い
る
状
況
は
い
ま
も
変
わ
ら
な
い
ど
こ
ろ
か
、
商
法
旧
五
二
条
の
削
除
を
奇
貨
と
し
て
、
な
さ
れ
て
し

か
る
べ
き
議
論
が
素
通
り
さ
れ
か
ね
な
い
状
況
な
の
で
は
な
い
か
。
竹
内
昭
夫
H
弥
永
真
生
補
訂
「
株
式
会
社
法
講
義
」
（
有
斐
閣
、
二

O
O
一
年
）
三
三
｜
三
四
頁
。

（7
）
鈴
木
竹
雄
H
竹
内
昭
夫
『
会
社
法
」
（
第
三
版
、
有
斐
閣
、
一
九
九
四
年
）
八
頁
、
大
隅
健
一
郎
H
今
井
宏
『
会
社
法
論
上
巻
」

（
第
三
版
、
有
斐
閣
、
一
九
九
一
年
）
一
五
頁
。
な
お
、
後
者
の
初
版
で
あ
る
大
隅
健
一
郎
『
会
社
法
論
上
巻
』
（
巌
松
堂
書
店
、
一
九

三
八
年
）
一
四
頁
に
は
、
合
名
会
社
・
合
資
会
社
の
実
質
が
「
民
法
の
組
合
的
な
も
の
」
で
あ
る
と
説
い
た
箇
所
に
、
割
注
で
つ
ぎ
の
よ

う
に
付
言
さ
れ
て
い
た
。
「
団
体
性
の
希
薄
な
人
的
結
合
の
法
的
形
態
を
組
合
と
い
う
。
通
常
組
合
に
対
し
て
社
団
を
対
比
せ
し
め
る
が
、

前
者
は
結
合
の
法
的
形
態
を
見
て
い
る
に
反
し
、
後
者
は
社
会
学
的
な
実
体
を
見
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
此
の
対
照
は
可
成
り
無
理
な
よ

う
に
思
わ
れ
る
」
。
法
的
な
結
合
形
態
と
し
て
は
組
合
の
み
を
認
め
う
る
か
に
も
読
め
る
こ
の
割
注
は
戦
後
の
「
全
訂
会
社
法
論
上
巻
』

（
有
斐
閣
、
一
九
五
四
年
）
一
四
頁
で
は
姿
を
消
し
て
い
る
。

（8
）
こ
の
一
片
の
法
文
の
変
更
に
よ
っ
て
、
会
社
の
本
質
論
と
し
て
理
論
化
さ
れ
て
き
た
事
柄
が
ク
実
務
的
ψ

に
不
要
に
な
る
、
な
ど
と

い
う
の
は
｜
｜
理
論
抜
き
の
。
実
務
。
な
ど
と
い
う
も
の
が
あ
る
な
ら
別
で
あ
る
が
｜
｜
い
か
に
も
お
か
し
な
こ
と
で
あ
る
。
か
の
キ
ル

ヒ
マ
ン
の
過
激
な
実
定
法
至
上
主
義
へ
の
駁
撃
を
想
起
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
「
実
定
法
を
通
じ
て
法
律
家
は
虫
け
ら
に
成
り
さ
が
っ
た
。

虫
け
ら
は
健
康
な
木
〔
自
然
法
〕
に
背
を
む
け
て
、
腐
っ
た
木
〔
実
定
法
〕
に
だ
け
に
棲
む
。
病
ん
だ
木
に
の
み
彼
ら
は
巣
を
つ
く
り
動

5 
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き
回
る
の
だ
。
学
問
は
偶
然
な
も
の
〔
実
定
法
〕
を
そ
の
目
的
と
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
自
ら
が
偶
然
な
も
の
に
な
る
。
〔
そ
う
で
あ
る

な
ら
ば
〕
立
法
者
の
一
二
つ
の
言
葉
の
訂
正
に
よ
っ
て
す
べ
て
の
図
書
館
が
反
古
に
な
る
で
あ
ろ
う
」
。
百
円
各
自
S
F
U
W
君
。
平

Zω
仲
間
宮
芹
含
こ
c
E号
店
含
R
m
E
喝
容
g
R
E
P・H

∞
お
（
Z
R
V品
店
長
N
c
o
g
・ω－
N
に・

（9
）
平
成
一
六
年
一
二
月
八
日
法
制
審
議
会
会
社
法
部
会
（
現
代
化
関
係
）
部
会
決
定
「
会
社
法
制
の
現
代
化
に
関
す
る
要
綱
案
」
第
一
一
一

部
合
同
会
社
・
合
資
会
社
・
合
名
会
社
関
係
、
第
一
総
論
「
l

新
し
い
会
社
の
類
型
社
員
の
有
限
責
任
が
確
保
さ
れ
、
会
社
の
内
部

関
係
に
つ
い
て
は
組
合
的
規
律
（
原
則
と
し
て
全
員
一
致
で
定
款
の
変
更
そ
の
他
の
会
社
の
在
り
方
が
決
定
さ
れ
、
社
員
自
ら
が
会
社
の

業
務
の
執
行
に
当
た
る
と
い
う
規
律
）
が
適
用
さ
れ
る
特
徴
を
有
す
る
新
た
な
会
社
類
型
（
合
同
会
社
（
仮
称
）
）
を
創
設
す
る
も
の
と

す
る
」
。
江
頭
憲
治
郎
「
会
社
法
制
の
現
代
化
に
関
す
る
要
綱
案
の
解
説
（
咽
・
完
）
」
商
事
法
務
一
七
二
九
号
四
頁
（
二

O
O
五
年
）
参

昭
、

（
叩
）
念
の
た
め
に
付
言
し
て
お
く
と
、
立
法
論
的
・
解
釈
論
的
意
義
を
抜
き
に
し
て
「
社
団
」
や
「
組
合
」
の
こ
と
ば
の
区
別
の
み
を
追

究
し
よ
う
な
ど
と
い
う
こ
と
で
は
な
く
、
一
人
会
社
論
や
設
立
中
の
会
社
論
等
々
、
従
来
か
ら
「
社
団
」
を
鍵
概
念
と
し
て
論
じ
ら
れ
て

き
た
問
題
へ
ア
プ
ロ
ー
チ
す
る
た
め
の
基
本
概
念
の
確
定
と
、
そ
れ
に
よ
る
企
業
の
分
類
を
指
向
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
そ
の
基
本
概
念

の
み
か
ら
す
べ
て
の
個
別
問
題
の
結
論
を
演
鐸
し
よ
う
な
ど
と
い
う
概
念
法
学
的
な
方
法
と
は
別
で
あ
る
。

（
日
）
本
研
究
は
科
研
費
（
課
題
番
号
N
E
ω
0
0由
ω）
の
助
成
を
受
け
た
。

（
ロ
）
倉
津
康
一
郎
「
営
利
社
団
法
人
の
意
義
」
同
「
会
社
法
の
論
理
」
（
中
央
経
済
社
、

一
九
七
一
年
）
一
頁
以
下
。

6 

一
九
七
九
年
）
（
初
出
・
法
学
研
究
四
四
巻
二
号
、

人
的
会
社
の

「
社
団
」
性

松
田
H
鈴
木
論
争

社
団
と
組
合
の
変
遷
に
つ
い
て
江
頭
憲
治
郎
は
三
社
団
』
の
語
に
、
『
権
利
能
力
な
き
社
団
』
と
い
う
概
念
に
見
ら
れ
る
よ
う
に
、

「
組
合
』
（
民
六
六
七
｜
六
八
八
）
と
対
立
す
る
一
定
の
要
件
を
備
え
た
組
織
形
態
の
意
味
が
付
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
は
、
明
治



会社、組合、社団

（日）

三
二
年
商
法
の
制
定
よ
り
後
、
ド
イ
ツ
法
の
影
響
が
強
く
な
っ
て
以
後
の
こ
と
で
あ
る
」
と
指
摘
す
る
。
こ
の
指
摘
が
明
治
三
二
年

（

M
）
 

の
新
商
法
制
定
当
時
に
は
、
「
社
団
」
は
単
に
人
的
結
合
と
い
う
意
味
し
か
な
か
っ
た
、
と
い
う
彼
の
見
方
に
繋
が
る
わ
け
で
あ
る

が
、
そ
の
根
拠
の
ひ
と
つ
と
な
っ
て
い
る
の
は
、
松
田
二
郎
に
よ
る
沿
革
研
究
で
あ
る
。
こ
れ
は
従
来
の
商
法
学
説
に
お
い
て
、
立

（店）

法
過
程
に
関
す
る
先
駆
的
研
究
と
し
て
最
も
参
照
さ
れ
て
き
た
も
の
で
あ
っ
て
、
松
田
二
郎
の
人
的
会
社
組
合
説
の
重
要
な
論
拠
と

（

M
）
 

し
て
位
置
づ
け
ら
れ
る
。

松
田
は
日
本
に
お
け
る
人
的
会
社
が
「
社
団
法
人
」
と
さ
れ
た
沿
草
を
つ
ぎ
の
よ
う
に
振
り
返
っ
て
い
る
。

ま
ず
ロ
ェ
ス
レ
ル
草
案
七
一
条
一
項
は
「
各
商
社
ハ
特
別
ノ
財
産
ヲ
有
シ
又
独
立
シ
テ
権
利
義
務
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
殊
ニ
社

名
ヲ
以
テ
金
銭
ヲ
貸
借
シ
動
産
不
動
産
ヲ
所
得
シ
又
訴
訟
ニ
付
テ
ハ
原
告
又
ハ
被
告
ト
ナ
ル
ヲ
得
ヘ
シ
」
と
定
め
て
お
り
、
司
法
省

の
注
釈
に
よ
れ
ば
「
夫
レ
商
社
ハ
無
形
人
ニ
非
ラ
ス
ト
難
モ
法
律
上
ニ
テ
無
形
人
ノ
如
ク
ニ
見
倣
サ
ル
、
コ
ト
往
々
之
ア
リ
。
就
中

（口）

他
人
ニ
対
ス
ル
外
部
ノ
事
及
営
業
上
其
然
ラ
サ
ル
ヲ
得
サ
ル
場
合
ニ
於
テ
尤
モ
多
シ
ト
ス
」
と
説
明
さ
れ
て
い
る

D

そ
こ
で
松
田
は
、

「
右
法
条
は
外
部
に
対
し
て
或
る
程
度
の
当
事
者
能
力
を
認
め
た
る
も
、
然
も
商
社
を
以
て
法
人
と
な
す
意
思
な
か
り
し
こ
と
明
で

あ
る
」
と
い
う
。
な
ぜ
な
ら
こ
の
ロ
ェ
ス
レ
ル
草
案
が
脱
稿
さ
れ
た
一
八
八
四
年
に
は
、
「
当
時
独
逸
に
於
て
も
未
だ
ギ
l
ル
ケ
の

（四）

団
体
法
理
あ
ら
は
れ
ず
、
従
っ
て
団
体
法
理
に
よ
る
組
合
と
法
人
、
従
っ
て
人
的
会
社
と
物
的
会
社
と
の
対
立
が
知
ら
れ
ざ
」
る
段

階
に
あ
っ
た
の
み
な
ら
ず
、
「
当
時
独
逸
旧
商
法
の
下
に
於
て
株
式
会
社
の
法
人
性
も
未
だ
一
般
的
に
承
認
せ
ら
れ
ず
し
て
総
て
の

会
社
が
会
社
な
る
名
の
下
に
綜
合
的
に
考
察
せ
ら
れ
し
」
こ
と
か
ら
、
ロ
ェ
ス
レ
ル
草
案
が
す
べ
て
の
会
社
に
関
し
て
総
則
的
な
条

文
を
定
め
、
し
か
も
そ
れ
ら
に
対
し
て
法
人
格
を
与
え
な
か
っ
た
の
で
あ
る
、
と
会
社
の
法
人
格
を
認
め
な
い
草
案
の
背
景
を
推
測

し
て
い
る
。

だ
が
松
田
が
疑
問
を
提
起
す
る
の
は
、
上
記
の
草
案
を
承
け
た
旧
商
法
典
七
三
条
が
「
会
社
ハ
特
立
ノ
財
産
ヲ
所
有
シ
又
独
立
シ

テ
権
利
ヲ
得
義
務
ヲ
負
フ
殊
ニ
其
名
ヲ
以
テ
債
権
ヲ
得
債
務
ヲ
負
ヒ
動
産
、
不
動
産
ヲ
取
得
シ
又
訴
訟
ニ
付
キ
原
告
又
被
告
ト
為

7 
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（四）

ル
コ
ト
ヲ
得
」
と
規
定
し
、
「
草
案
と
大
差
の
な
い
文
言
」
を
用
い
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
梅
謙
次
郎
を
は
じ
め
と
す
る
学
者
は
こ

（却）

ぞ
っ
て
こ
れ
を
も
っ
て
商
事
会
社
に
法
人
性
を
認
め
た
も
の
と
解
釈
し
、
旧
民
法
典
財
産
取
得
編
一
一
八
条
と
と
も
に
日
本
で
は
じ

め
て
の
法
人
制
度
を
規
定
し
た
も
の
と
理
解
し
て
い
た
こ
と
で
あ
っ
た
。

8 

松
田
は
こ
の
旧
商
法
時
代
の
通
説
を
批
評
し
て
い
う
。
「
し
か
し
な
が
ら
、
右
旧
商
法
の
法
条
に
よ
り
会
社
が
権
利
を
取
得
し
、

義
務
を
負
い
訴
訟
上
原
被
告
と
な
り
得
る
事
実
は
必
然
的
に
会
社
を
以
て
法
人
と
な
す
結
論
を
生
じ
な
い
。
そ
は
独
逸
商
法
上
合
名

会
社
が
通
説
上
組
合
と
せ
ら
る
る
に
拘
ら
ず
、
尚
其
の
商
号
の
下
に
権
利
を
取
得
し
、
義
務
を
負
ひ
訴
訟
上
原
被
告
と
な
り
得
る
事

（剖）

実
（
独
商
二
一
四
）
に
よ
っ
て
明
で
あ
ら
う
」
。

さ
ら
に
松
田
は
リ
ヨ
ン
カ

l
ン
と
ル
ノ

1
9
3ロ－

nsロ
え
同

8
2
8
に
依
拠
し
て
フ
ラ
ン
ス
法
に
言
及
す
る
。
す
な
わ
ち
、

フ
ラ
ン
ス
で
は
「
学
説
及
判
例
は
総
て
の
商
事
会
社
を
以
て
法
人
と
な
す
」
の
で
あ
り
、
し
か
も
「
条
文
上
会
社
を
法
人
と
な
す
規

定
は
な
く
其
の
根
拠
と
す
る
所
は
若
干
の
条
文
」
で
あ
っ
て
、
そ
の
一
つ
は
「
会
社
は
其
の
商
号
の
下
に
訴
へ
ら
る
る
と
の
条
文

（
仏
民
訴
六
九
）
」
に
も
と
づ
く
も
の
で
あ
る
。
そ
う
で
あ
る
な
ら
、
「
当
時
我
国
に
於
て
仏
法
の
隆
盛
な
り
し
こ
と
に
思
を
致
す
時

に
、
旧
商
法
上
何
等
合
名
会
社
を
法
人
と
な
す
規
定
な
き
に
も
拘
ら
ず
右
旧
法
の
条
文
を
根
拠
と
し
て
商
事
会
社
法
人
論
の
唱
へ
ら

れ
し
は
理
解
し
得
る
所
で
あ
る
」
と
。

た
し
か
に
リ
ヨ
ン
カ

I
ン
と
ル
ノ

l
は
会
社
の
人
格
（
匂

2
8ロ
5
5
b
e
ω
ω
。
丘
公
含
）
に
つ
い
て
、
「
商
事
会
社
は
、
匿
名
組
合

を
除
い
て
法
人
と
な
る
。
い
い
か
え
れ
ば
、
商
事
会
社
は
、
社
員
の
そ
れ
と
は
区
別
さ
れ
る
個
性
を
有
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
る
の

で
あ
る
。
フ
ラ
ン
ス
で
は
、
商
事
会
社
の
人
格
は
、
い
く
つ
か
の
国
の
よ
う
に
成
文
に
よ
っ
て
認
め
ら
れ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
。

し
か
し
な
が
ら
商
事
会
社
の
人
格
は
一
般
的
に
承
認
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
そ
れ
は
少
な
く
と
も
中
世
に
さ
か
の
ぼ
る
伝
統
を
確

認
し
た
だ
け
の
も
の
で
は
な
く
、
フ
ラ
ン
ス
の
諸
法
典
で
も
一
定
の
条
文
が
人
格
の
観
念
の
適
用
と
み
ら
れ
る
解
決
を
認
め
て
い
る

（

m）
 

こ
と
か
ら
、
商
事
会
社
の
人
格
が
前
提
と
さ
れ
て
い
た
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
」
と
い
い
、
フ
ラ
ン
ス
法
で
は
会
社
が
法
人
で
あ
る



こ
と
を
認
め
る
点
で
な
ん
ら
の
差
し
支
え
も
な
い
こ
と
を
裏
書
き
し
て
い
る
。

会社、組合、社団

ま
た
、
フ
ラ
ン
ス
法
の
影
響
に
関
す
る
松
田
の
指
摘
は
、
ド
イ
ツ
の
法
制
史
家
レ

l
メ
が
一
九

O
二
（
明
治
三
五
）
年
の
論
文

（お）

「
日
本
商
法
」
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
評
し
て
い
る
こ
と
と
も
符
合
す
る
。
日
本
の
「
立
法
者
は
商
事
会
社
の
法
的
性
質
を
確
定
す
る
こ

と
を
怠
る
べ
き
で
は
な
い
と
考
え
、
「
会
社
ハ
之
ヲ
法
人
ト
ス
』
（
日
本
商
法
四
四
条
一
項
）
と
し
た
。
つ
ま
り
は
フ
ラ
ン
ス
法
律
学

（剖）

の
支
配
的
学
説
に
従
っ
た
の
で
あ
る
。
合
名
会
社
、
合
資
会
社
、
株
式
合
資
会
社
は
ド
イ
ツ
法
で
は
法
人
で
は
な
い
の
で
あ
る
か
ら
、

矛
盾
に
満
ち
た
制
度
に
な
ら
な
い
よ
う
に
、
日
本
の
そ
れ
ら
の
法
は
さ
ま
ざ
ま
な
点
で
手
本
で
あ
る
ド
イ
ツ
法
と
は
異
な
っ
た
形
で

つ
く
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
そ
の
相
違
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
人
格
を
与
え
る
法
律
構
成
と
、
個
々
の
点
で
三
会
社
そ
れ
ぞ
れ

に
な
さ
れ
て
い
る
規
整
と
の
間
で
完
全
な
調
和
が
達
成
さ
れ
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
で
き
な
い
た
め
に
各
所
で
母
法
〔
で
あ
る
ド
イ

ツ
法
〕
の
制
度
の
構
造
を
垣
間
見
せ
て
い
る
の
で
あ
る
」
。

か
く
し
て
松
田
は
、
「
我
国
に
於
て
は
右
旧
商
法
の
条
文
を
根
拠
と
す
る
法
人
説
に
付
い
て
は
、
学
者
間
に
異
説
な
き
能
は
ず
、

こ
h

に
於
て
現
行
商
法
を
制
定
す
る
に
当
り
て
は
立
法
者
は
条
文
上
会
社
の
法
人
た
る
こ
と
を
明
定
し
、
以
て
右
旧
商
法
上
の
学
説

を
条
文
化
し
た
の
で
あ
る
。
然
ら
ば
仏
法
上
合
名
会
社
を
法
人
と
し
つ
つ
も
合
名
会
社
に
特
有
な
る
規
定
は
社
員
の
第
三
者
に
対
す

る
関
係
に
関
し
、
社
員
相
互
の
関
係
に
関
せ
ざ
る
も
の
と
し
後
者
が
組
合
的
に
律
せ
ら
る
る
こ
と
を
考
へ
る
時
、
我
商
法
の
条
文
に

於
て
も
亦
同
様
の
会
社
の
可
能
な
る
べ
き
」
で
あ
っ
て
、
人
的
会
社
は
い
っ
て
み
れ
ば
「
組
合
法
人
」
で
あ
る
と
い
う
。
し
か
し
商

法
旧
五
二
条
に
い
わ
ゆ
る
「
社
団
」
が
こ
の
解
釈
の
障
害
に
な
る
の
は
明
ら
か
で
あ
る
。
そ
こ
で
松
田
は
い
う
。
「
商
法
の
制
定
さ

れ
た
明
治
三

O
年
初
頭
の
こ
ろ
、
「
社
団
』
と
い
う
文
字
は
、
単
に
人
的
結
合
の
意
味
に
用
い
ら
れ
た
の
で
あ
っ
て
、
決
し
て
組
合

概
念
に
対
立
す
る
と
こ
ろ
の
今
日
の
社
団
概
念
を
意
味
し
て
い
た
の
で
は
な
か
っ
た
」
。
そ
の
論
拠
と
し
て
、
ま
ず
梅
謙
次
郎
が

（
お
）
（
部
）

「
組
合
ハ
往
々
ニ
シ
テ
之
ヲ
法
人
ト
ス
ル
コ
ト
ア
リ
而
シ
テ
其
目
的
公
益
ニ
在
ル
ト
キ
ハ
民
法
第
三
十
四
条
ニ
従
フ
」
と
述
べ
て

い
る
こ
と
を
挙
げ
て
、
「
民
法
三
十
四
条
は
社
団
法
人
の
規
定
で
あ
り
、
右
の
所
論
は
組
合
が
法
人
格
を
与
え
ら
れ
て
社
団
法
人
と

9 
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（幻）

な
り
得
る
こ
と
を
肯
定
す
る
か
ら
で
あ
る
」
と
い
い
、
ま
た
、
志
田
錦
太
郎
が
「
新
民
法
ハ
社
団
ヲ
組
織
ス
ル
各
員
カ
出
資
ヲ
為
シ

（却）

テ
共
同
ノ
事
業
ヲ
営
ム
コ
ト
ヲ
目
的
ト
ス
ル
社
団
ヲ
組
合
ト
称
シ
タ
リ
」
と
述
べ
、
青
木
徹
二
が
「
組
合
モ
会
社
モ
均
シ
ク
社
団
ニ

（却）

シ
テ
経
済
上
ニ
於
テ
ハ
同
一
ノ
観
念
ニ
基
ク
」
も
の
と
論
じ
た
一
節
を
援
用
し
て
、
「
こ
れ
ら
を
今
日
の
社
団
概
念
を
も
っ
て
読
む

と
き
は
、
全
く
解
し
難
い
も
の
で
あ
」
る
か
ら
、
商
法
が
会
社
を
「
社
団
」
と
規
定
し
た
こ
と
は
、
そ
れ
が
社
団
と
組
合
の
双
方
を

含
む
意
味
で
の
「
人
的
結
合
」
で
あ
る
こ
と
を
示
す
に
と
ど
ま
り
、
合
名
会
社
を
「
組
合
」
と
解
す
る
こ
と
は
商
法
の
規
定
に
は
反

10 

し
な
い
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。

松
田
が
論
敵
と
し
た
鈴
木
竹
雄
は
「
か
よ
う
な
見
解
は
、
わ
が
商
法
上
の
合
名
会
社
を
可
及
的
に
ド
イ
ツ
商
法
的
に
解
し
た
も

（却）の
」
と
松
田
の
狙
い
を
的
確
に
捉
え
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
反
論
す
る
口
合
名
会
社
の
成
員
の
立
場
か
ら
実
質
的
に
み
る
と
成
員
の
個
性

が
濃
厚
で
あ
る
か
ら
組
合
と
い
っ
て
も
よ
い
が
、
成
員
相
互
の
関
係
を
処
理
す
る
法
形
式
か
ら
み
る
と
、
合
名
会
社
は
成
員
間
の
契

約
関
係
に
よ
る
結
合
で
は
な
く
、
団
体
対
成
員
聞
の
関
係
す
な
わ
ち
社
員
関
係
に
よ
っ
て
結
合
し
た
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
る
。
社

団
方
式
は
成
員
相
互
の
関
係
を
簡
明
に
処
理
す
る
法
技
術
と
し
て
生
じ
た
も
の
で
あ
り
、
合
名
会
社
を
社
団
と
認
め
れ
ば
、
社
員
に

対
し
ま
た
は
社
員
か
ら
請
求
を
な
す
場
合
に
も
、
他
の
社
員
の
全
員
か
ら
ま
た
は
他
の
社
員
の
全
員
に
対
し
て
請
求
す
る
必
要
は
な

く
、
会
社
か
ら
ま
た
は
会
社
に
対
し
て
請
求
す
れ
ば
よ
く
、
き
わ
め
て
簡
単
な
処
理
が
可
能
だ
か
ら
で
あ
る
。
社
団
方
式
は
、
成
員

の
数
が
多
い
場
合
に
最
も
有
効
で
あ
る
が
、
合
名
会
社
の
よ
う
に
成
員
の
数
が
す
く
な
い
場
合
で
も
こ
の
方
式
に
よ
り
う
る
。
商
法

が
合
名
会
社
の
内
部
関
係
に
つ
き
組
合
に
関
す
る
民
法
の
規
定
を
準
用
す
る
趣
旨
は
（
平
成
一
七
年
改
正
前
商
法
六
八
条
）
、
合
名
会

社
も
民
法
の
組
合
と
同
様
、
成
員
の
個
性
の
濃
厚
な
実
質
的
意
味
で
の
組
合
に
属
す
る
た
め
、
民
法
の
組
合
の
規
定
が
実
質
的
に
は

合
名
会
社
に
も
当
て
は
ま
る
が
、
し
か
し
民
法
の
組
合
で
は
成
員
相
互
間
の
関
係
と
し
て
現
れ
る
も
の
を
、
合
名
会
社
で
は
会
社
対

社
員
の
関
係
に
形
式
的
に
変
容
す
る
こ
と
を
要
す
る
趣
旨
で
あ
る
。
鈴
木
は
「
日
本
商
法
の
立
場
こ
そ
、
法
的
処
理
の
方
式
と
し
て

み
れ
ば
、
諸
外
国
の
法
に
比
し
一
歩
前
進
し
た
も
の
と
認
め
う
る
の
で
あ
っ
て
、
法
が
せ
っ
か
く
社
団
と
規
定
し
て
い
る
に
か
か
わ



ら
ず
、
こ
れ
を
単
な
る
人
的
結
合
の
意
味
に
解
し
、
そ
し
て
合
名
会
社
の
本
質
を
組
合
と
認
め
る
の
は
、
全
く
無
用
な
解
釈
と
い
う

（

泊

）

（

詑

）

ほ
か
な
い
」
と
松
田
を
突
き
放
し
た
。

（

犯

）

（

制

）

学
説
史
的
な
観
点
か
ら
は
右
の
鈴
木
の
立
場
は
、
岡
野
敬
次
郎
、
松
本
悉
治
の
系
譜
を
引
き
、
永
ら
く
通
説
の
地
位
を
占
め
て
き

た
も
の
で
あ
っ
て
、
現
在
で
も
冒
頭
に
あ
げ
た
神
田
の
説
明
方
法
に
ほ
ぼ
そ
の
ま
ま
引
き
継
が
れ
て
い
る
と
い
っ
て
よ
い
。
ま
た
、

「
社
団
方
式
」
と
鈴
木
が
よ
ぶ
組
織
原
理
は
典
型
的
に
は
ド
イ
ツ
の
株
式
会
社
の
そ
れ
に
該
当
し
、
松
田
が
日
本
の
合
名
会
社
を
ド

イ
ツ
の
合
名
会
社
を
モ
デ
ル
に
理
論
構
成
し
よ
う
と
し
た
の
に
対
し
、
鈴
木
は
日
本
の
合
名
会
社
（
を
ふ
く
む
す
べ
て
の
会
社
類
型
）

を
ド
イ
ツ
の
株
式
会
社
の
理
論
を
つ
か
つ
て
説
明
し
よ
う
と
し
た
、
と
い
う
こ
と
も
で
き
る
の
で
あ
る
。

概
念
の
混
乱
を
避
け
つ
つ
、
上
記
の
論
争
の
意
味
を
よ
り
い
っ
そ
う
明
ら
か
に
す
る
た
め
に
、

念
立
て
の
相
違
に
つ
い
て
触
れ
て
お
き
た
い
。

つ
ぎ
に
日
本
法
と
ド
イ
ツ
法
の
概

会社、組合、社団

ド
イ
ツ
法
と
の
霧
離

日
本
の
「
社
団
」
概
念
が
ド
イ
ツ
法
由
来
の
も
の
で
あ
る
と
い
う
理
解
は
今
日
一
般
的
で
は
あ
る
が
、
だ
か
ら
と
い
っ
て
ド
イ
ツ

（お）

の
会
社
が
す
べ
て
「
社
団
」
で
あ
り
「
法
人
」
で
あ
る
わ
け
で
は
な
い
。
村
上
淳
一
の
指
摘
す
る
と
こ
ろ
を
引
用
し
て
お
こ
う
。

「
す
べ
て
の
日
本
の
会
社
の
法
的
類
型
は
「
社
団
」
島
町
邑

S
す
な
わ
ち
日
本
の
民
法
に
お
い
て
ド
イ
ツ
民
法
の
社
団
〈
O
B
E
に

比
較
し
う
る
概
念
に
該
当
す
る
も
の
と
み
な
さ
れ
て
い
る
。
日
本
商
法
〔
旧
〕
五
四
条
一
項
は
す
べ
て
の
会
社
｜
｜
つ
ま
り
資
本
会

社
の
み
な
ら
ず
人
的
会
社
も
｜
｜
法
人
と
み
な
さ
れ
る
も
の
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
は
、
特
別
法
に
よ
っ
て
規
整
さ
れ
る

〔
旧
〕
有
限
会
社
に
つ
い
て
も
同
様
で
あ
る
。

ド
イ
ツ
民
法
の
「
社
団
」

3
3
5宮

E

は
｜
｜
ド
イ
ツ
で
の
意
味
内
容
に
よ
れ
ば
｜
｜
社
団
関
宵
宮
B
岳
民
件
で
あ
る
と
理
解
さ

れ
る
。
と
こ
ろ
が
、
日
本
の
「
社
団
」
と
い
う
名
称
は
誤
解
さ
れ
が
ち
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
ド
イ
ツ
で
の
意
味
内
容
に
よ
れ
ば

11 
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社
団
的
に
構
成
さ
れ
て
い
な
い
人
的
会
社
（
合
名
会
社
、
合
資
会
社
）
も
「
社
団
」
と
称
さ
れ
、
従
っ
て
社
団
的
に
構
成
さ
れ
た
人

的
結
合
と
み
な
さ
れ
る
か
ら
で
あ
る
。
社
団
的
構
造
か
ら
法
人
格
を
捉
え
る
の
で
は
な
く
、
こ
の
見
方
を
逆
に
し
て
、
つ
ま
り
法
人

か
ら
社
団
的
構
造
を
捉
え
れ
ば
、
こ
う
し
た
誤
解
は
避
け
ら
れ
た
で
あ
ろ
う
。
人
的
会
社
の
権
利
能
力
を
法
人
の
性
質
か
ら
単
純
に

捉
え
れ
ば
、
日
本
の
「
社
団
」
は
、
ド
イ
ツ
の
よ
う
な
社
団
関
α弓
2
R
E岸
で
は
な
く
て
、
「
権
利
能
力
あ
る
人
的
結
合
」

3
5♀
Z
B
E
m
o司
2
8
5ロ
4
0
5
E釘
¢
ロ
mE
と
称
す
べ
き
も
の
で
あ
ろ
う
。
ま
さ
に
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
日
本
商
法
は
す
べ
て

の
会
社
を
社
団
お
よ
び
法
人
と
み
な
し
て
い
る
も
の
と
理
解
す
べ
き
で
あ
る
」
。

要
す
る
に
、
ド
イ
ツ
で
は
社
団
問
。
弓
2
R
E止
に
ふ
く
ま
れ
て
い
な
い
人
的
会
社
ま
で
を
も
日
本
で
は
立
法
的
に
「
社
団
」
と

性
質
決
定
し
て
い
た
た
め
に
、
ド
イ
ツ
法
か
ら
み
る
と
日
本
法
の
「
社
団
」
の
射
程
は
大
き
く
拡
大
し
、
そ
れ
ゆ
え
に
質
的
に
変
容

し
た
も
の
｜
｜
せ
い
ぜ
い
「
財
団
」
と
の
対
比
で
人
的
結
合
と
称
す
べ
き
も
の
ー
！
と
捉
え
ざ
る
を
え
ず
、
日
本
法
の
立
場
か
ら
み

る
と
、
こ
の
点
で
実
は
母
法
（
あ
る
い
は
母
法
の
ひ
と
つ
）
か
ら
大
き
な
ず
れ
が
生
じ
て
い
る
わ
け
で
あ
る
。
し
か
も
こ
の
ド
イ
ツ

（部）

法
と
の
議
離
が
日
本
で
の
法
概
念
の
混
乱
の
源
に
な
っ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
す
で
に
日
本
で
も
繰
り
返
し
紹
介
さ
れ
て
き
た
ド

（釘）

イ
ツ
の
会
社
（
人
的
結
合
）
の
分
類
を
、
こ
こ
で
は
ク
ル
ン
ツ
イ
ン
ガ
l
の
図
表
を
用
い
て
烏
服
し
て
お
き
た
い
。

〈

犯

）

（

却

）

ま
ず
最
広
義
の
会
社
（
の

g
色
R
Eロ
5
4
2
5巳
gω
宮
口
）
は
、
共
同
の
目
的
を
達
成
す
る
た
め
の
複
数
人
の
結
合
で
あ
り
、

12 

目
的
財
産
で
あ
る
財
団
（
ω江
津
信
口
問
ド
イ
ツ
で
は
経
済
目
的
（
営
利
目
的
）
の
財
団
も
許
容
さ
れ
て
い
る
）
に
対
し
て
、
最
も
広
く
人
的

結
合
を
包
含
す
る
カ
テ
ゴ
リ
ー
で
あ
る
。
こ
の
最
広
義
の
会
社
が
二
つ
の
基
本
的
な
類
型
に
分
か
れ
る
。
す
な
わ
ち
狭
義
の
会
社

（の
g
色
町
岳
民
z
s
g
m
R
g
ω
宮
ロ
）
お
よ
び
社
団
（
問
。
弓

0
2岳
民
同
）
で
あ
る
。

狭
義
の
会
社
は
ま
ず
構
成
員
が
相
互
に
法
律
関
係
で
結
ぼ
れ
る
だ
け
で
な
く
、
第
三
者
に
対
し
て
も
法
律
関
係
に
立
つ
外
的
組
合

（
〉
忌
g
m
o諸
国

ω岳
民
件
）
と
、
そ
う
で
は
な
く
、
当
事
者
間
の
法
律
関
係
に
と
ど
ま
る
内
的
組
合

2
5
8
m
g
o
－－ω岳
民
ご
と
に
分

類
さ
れ
る
。
外
的
組
合
の
基
本
型
と
な
る
の
は
、
民
法
上
の
組
合
（
の

g
色
R
E
P
ι
g
σ
管
m
a
w
v
g
同
2Zω
いの
σ同
）
で
あ
っ
て
、



会社、組合、社団

Gesellschaften im weitesten Sinn 最広轄の会社

合
名
会
社
（
。
民

go出
g色
色

ω
m
g巴－
R
E片
付
。
出
の
）
、
合
資
会

社
（
問
。
B
B
g
e
G
g
o－－
R
E
P
－
只
刷
）
は
こ
の
民
法
上
の
組

合
の
特
則
と
い
う
位
置
づ
け
で
あ
る
。
他
方
、
内
的
組
合
は
実

際
上
は
匿
名
組
合
（

ωsrの
g
色
R
E片
付
阜
の
）
を
指
す
も
の

で
あ
っ
て
、
こ
れ
は
さ
ら
に
典
型
匿
名
組
合
（

q
Z
R
Z
aの）

と
非
典
型
匿
名
組
合
（

ωq
－R
E
aの
）
に
分
類
さ
れ
て
い
る
。

も
う
一
方
の
社
団
員
。
弓
O
Bの
冨
沖
）
は
、
民
法
上
の
社
団

（5
5
E）
を
そ
の
基
本
型
と
す
る
。
登
記
ず
み
社
団
（
OEm0・

可
m
m
8
2
3
5宮口
0・
〈
・
）
は
法
人
格
を
も
つ
た
め
、
権
利
能

力
あ
る
社
団
（
足
。
宮
ω
S
F仲間
2
〈
2
aロ
）
と
も
い
わ
れ
る
が
、

こ
の
登
記
ず
み
社
団
が
対
象
と
す
る
事
業
内
容
（
何
を
事
業
の

対
象
と
す
る
か
と
い
う
意
味
で
あ
り
、
営
利
目
的
・
非
営
利
目
的
の

区
別
と
は
一
致
し
な
い
）

経
済
的
社
団

に
よ
っ
て
、

と
非
経
済
的
社
団

（

d
E円
言
。

vm常
民
の

F
R
〈
2
0宮）

4
匂
仲

2
2
v
m岸田の
FO『
〈
2
0
E
理
想
社
団
、
精
神
的
社
団

E
g－’

（却）

2
8
E
と
も
い
う
）
に
分
か
れ
る
。
な
お
、
権
利
能
力
な
き
社

団
（
巳
各
ご
2
F
Z
B
E
m
2
3
5
E）
は
民
法
上
の
組
合
の
規

（

H
U
）
 

定
を
準
用
す
る
も
の
（
ド
イ
ツ
民
法
典
五
四
条
）
と
さ
れ
て
は

（ロゅの
V4け

13 

い
る
が
、
権
利
能
力
あ
る
社
団
に
近
似
し
た
扱
い
が
な
さ
れ
て



（位）

来
て
い
る
。
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ま
た
、
社
団
（
問
符
宮
号
。
vmw常
）
の
う
ち
資
本
会
社
員
m
w
Z
E
m
g
o
－－R
甘
え
と
は
、
日
本
で
は
「
物
的
会
社
」
と
言
い
慣
わ
さ
れ

（
却
）

て
い
る
。
資
本
会
社
に
ふ
く
ま
れ
る
の
は
、
ま
ず
株
式
会
社
（
〉
】
州
民
g
m
g
o
－－R
E
P
〉
の
）
を
典
型
と
し
、
さ
ら
に
株
式
合
資
会

社
（
問
。
B
B
S門出荷
g
色町。
F
m
p
g同
krE
－OR
問。
ω〉
日
本
で
は
一
九
五
O
年
に
廃
止
）
、
お
よ
び
、
株
式
会
社
に
人
的
要
素
を
加
味

し
た
「
妹
」
（
3
5巳
5
8
R
F当
g
g『
色

R
K
Fの
E

）
と
し
て
の
有
限
会
社
（
の
g
己
宮
岳
民
ご
邑
件

Z
R宵
隣
国
宮
母
国
民
宮
田
向
一
の
S
V出）

が
あ
る
。

さ
ら
に
協
同
組
合
（
登
記
ず
み
協
同
組
合
巴
ロ
m
z
g向
。
号
。
g
。
ω
8ロ
R
E
P
0・
の
・
）
も
こ
の
社
団
員
。
弓
2
R
E持
）
の
ひ
と
つ

で
あ
っ
て
、
ほ
か
に
相
互
保
険
社
固
有
2
位。
F
2
5
m
ω
2
5
E
S同
の
認
8
8
E
m
g伊
丹
一
〈
〈
”
の
）
も
こ
れ
に
ふ
く
ま
れ
る
。

右
の
う
ち
、
日
本
法
と
の
比
較
の
た
め
に
最
も
重
要
な
の
は
、
い
か
な
る
理
由
で
ド
イ
ツ
で
は
人
的
結
合
を
二
つ
の
類
型
す
な
わ

ち
狭
義
の
会
社

a
g
o
－－ω岳
民
主
B
g
m
2
8
ω
古
ロ
）
と
社
団
員
常
習
g
岳
民
同
）
に
区
別
し
て
い
る
の
か
、
と
い
う
点
で
あ
る
。

こ
の
点
、
ま
ず
狭
義
の
会
社
は
、
そ
の
組
織
原
理
る
お

g町
民

gguユ
ロ
低
唱
）
を
債
務
法
上
の
組
合
契
約
（
ド
イ
ツ
民
法
七
O
五
条

l
七
四
O
条
）
に
依
っ
て
は
い
る
が
、
こ
れ
は
単
な
る
債
権
・
債
務
契
約
で
は
な
く
一
定
の
団
体
性
を
も
っ
合
手
的
共
同
体

（制）

（の
g
m
g
p
g品
m
O
B
O
E
R
E出
）
で
あ
る
と
捉
え
ら
れ
て
い
る
。
団
体
と
い
え
ど
も
法
人
（
吉
江
見
町
各
0
3
3。
ロ
）
で
は
な
く
、
合

（

必

）

名
会
社
は
ド
イ
ツ
商
法
一
二
四
条
に
よ
っ
て
商
号
の
も
と
に
権
利
義
務
の
担
い
手
と
な
り
う
る
も
の
と
さ
れ
、
そ
の
基
本
型
で
あ
る

（

必

）

民
法
上
の
組
合
も
ま
た
近
時
の
判
例
に
よ
っ
て
権
利
能
力
を
承
認
さ
れ
る
に
至
っ
て
い
る
。
こ
の
合
手
理
論
は
一
九
世
紀
末
の
ギ
l

（
灯
）

ル
ケ
（
あ
る
い
は
そ
の
師
で
あ
る
ベ
l
ゼ
ラ
l
）
の
団
体
法
理
か
ら
始
ま
っ
て
お
り
、

一
九
七
0
年
代
に
は
フ
ル

l
メ
に
よ
っ
て
、
組

（
川
町
）

合
財
産
は
グ
ル
ー
プ
（
の

2
3
0）
す
な
わ
ち
集
団
に
帰
属
す
る
と
い
う
形
で
再
構
築
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
理
論
構
成
に
つ
い

て
争
わ
れ
る
こ
と
が
多
く
、
し
か
も
フ
ラ
ン
ス
法
な
ど
に
は
見
い
だ
せ
な
い
ド
イ
ツ
法
特
有
の
理
論
で
あ
る
。
他
方
で
、
「
社
団
」

（問。号。
B
の

g岸
）
は
構
成
員
に
対
す
る
結
合
の
独
立
性
に
よ
っ
て
特
徴
づ
け
ら
れ
る
一
定
の
組
織
形
態
で
あ
る
。
こ
れ
も
ま
た
市



（
川
崎
）

町
村
（
の
ゆ
白
色
足
。
）
や
ギ
ル
ド
（

N
S岸
）
な
ど
を
起
源
と
す
る
ド
イ
ツ
団
体
法
理
論
の
所
産
で
あ
っ
て
、
現
代
で
も
公
法
人
（
公

法
上
の
社
団
関
管

3
5岳
民
丹
色
2
2
F口
径
の

v
g
p
wの宮
ω
）
を
理
論
的
カ
テ
ゴ
リ
ー
に
ふ
く
み
、
法
人
税
（
社
団
税
関
。
弓
0
2岳
民
Z
・

2
2
2）
の
根
本
に
存
す
る
、
射
程
の
大
き
い
組
織
形
態
で
あ
る
。
そ
の
特
徴
は
、
お
よ
そ
つ
ぎ
の
四
つ
の
点
に
よ
っ
て
示
さ
れ
る
。

す
な
わ
ち
、
第
一
に
、
構
成
員
の
死
亡
、
破
産
、
脱
退
の
よ
う
な
構
成
員
に
関
連
し
た
解
散
事
由
が
な
い
こ
と
、
第
二
に
、
構
成
員

の
交
代
が
可
能
で
あ
る
こ
と
、
第
三
に
決
議
は
全
員
一
致
の
原
則
で
は
な
く
多
数
決
原
則
に
よ
る
こ
と
、
第
四
に
外
部
に
対
す
る
代

表
は
、
構
成
員
以
外
か
ら
選
任
し
う
る
機
関
。
お
き
（
第
三
者
機
関
司
8
5平
U
5
Zお
S
R
E
P）
を
通
じ
て
な
さ
れ
る
こ
と
、
で

（
印
）

あ
る
。

会社、組合、社団

（
日
）

フ
ラ
ン
ス
の

8
8
2巳
5
ロ
は
構
成
員
が
非
営
利
目
的
で
結
合
し
た
組
合
で
あ
っ
て
、
商
事
会
社
（

ω
2
5
b
g
B－

B2amwHO）
と
の
相
違
は
、
構
成
員
の
目
的
が
前
者
で
は
非
営
利
、
後
者
で
は
営
利
で
あ
る
点
に
よ
っ
て
区
別
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
。

す
な
わ
ち

g
g
a忠
吉
ロ
と
商
事
会
社
と
は
組
織
原
理
が
違
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
日
本
法
で
い
え
ば
共
に
「
組
合
契
約
」
と

（臼）

い
う
べ
き
共
通
の
基
盤
の
う
え
に
立
っ
て
い
る
。
い
ず
れ
も
当
事
者
が
団
体
を
形
成
す
る
契
約
の
内
容
を
規
定
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、

フ
ラ
ン
ス
革
命
後
の
中
間
団
体
排
除
の
思
想
の
余
離
の
ゆ
え
に
ド
イ
ツ
民
法
上
の
社
団

J
F
S
E
と
は
異
な
り
、
す
く
な
く
と
も
規

（臼）

定
の
う
え
で
は
団
体
そ
れ
自
体
あ
る
い
は
団
体
そ
れ
自
体
の
目
的
と
い
う
発
想
は
な
い
。

ド
イ
ツ
法
・
フ
ラ
ン
ス
法
の
相
互
関
係
で
み
る
と
、
た
と
え
ば

8
8己
主
芯
ロ
は
一
般
的
に
〈
2
0宮
の
訳
語
と
し
て
使
用
さ
れ

（
同
）

る
の
が
通
例
で
あ
り
、
ま
た
、
ス
イ
ス
民
法
典
で
も
両
者
は
同
義
に
用
い
ら
れ
て
は
い
る
が
（
ス
イ
ス
民
法
典
五
二
条
、
六
O
条
以

（回）下
）
、
フ
ラ
ン
ス
・
ド
イ
ツ
の
法
伝
統
の
違
い
を
反
映
し
て
、
両
者
の
理
論
構
成
に
は
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
こ
と
は
否
定
で
き
な

そ
の
一
方
、

い
の
で
あ
る
。

15 

（日）

江
頭
・
前
掲
注
（
3
）
コ
ン
メ
八
四
頁
。
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（
凶
）
江
頭
憲
治
郎
『
株
式
会
社
法
』
（
第
三
版
、
有
斐
閣
、
二

O
一
O
年
）
二
五
頁
注
（
1
）
。
こ
れ
に
よ
れ
ば
、
今
日
で
は
、
人
的
結
合

か
ら
「
結
合
」
（
複
数
性
）
が
脱
落
し
て
、
た
ん
に
「
人
的
」
要
素
の
み
が
残
っ
た
、
と
い
う
見
方
（
前
掲
注
（
4
）
）
に
繋
が
る
で
あ
ろ

う
。
な
お
、
明
治
三
二
年
の
新
商
法
立
法
当
時
の
理
解
と
し
て
、
青
木
徹
二
は
「
社
団
と
は
共
通
の
目
的
の
為
め
に
集
り
た
る
人
の
集
合

体
に
し
て
其
構
成
分
子
と
し
て
少
な
く
と
も
二
人
以
上
の
社
員
あ
る
こ
と
を
必
要
と
す
る
も
の
な
り
。
社
団
は
財
団
と
相
対
し
て
用
ひ
ら

る
、
語
に
し
て
公
益
社
団
、
営
利
社
団
の
二
あ
り
。
会
社
は
営
利
社
団
の
一
種
に
し
て
商
業
な
る
共
通
の
目
的
の
為
め
に
集
り
た
る
人
の

集
合
体
な
り
、
財
団
は
如
何
な
る
場
合
に
も
会
社
た
る
こ
と
な
し
」
と
説
く
。
青
木
徹
二
『
会
社
法
論
」
（
初
版
、
明
治
三
七
年
、
金
港

堂
）
三
頁
。

（
日
）
そ
も
そ
も
松
田
の
人
的
会
社
組
合
説
は
、
師
で
あ
る
田
中
耕
太
郎
の
問
題
提
起
を
受
け
継
い
だ
も
の
で
あ
っ
て
、
田
中
は
、
彼
の
商

的
色
彩
論
を
打
ち
出
し
た
論
文
「
商
法
学
の
任
務
」
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
示
唆
し
て
い
た
。
「
我
が
商
法
上
に
於
て
総
て
会
社
を
法

人
と
し
て
あ
る
故
に
（
商
法
四
四
条
一
項
〔
引
用
者
注
一
会
社
法
三
条
〕
）
、
合
名
会
社
及
び
合
資
会
社
が
法
人
な
り
や
組
合
な
り
や
の
議

論
は
独
逸
に
於
て
盛
ん
な
り
し
と
反
対
に
、
我
が
国
の
学
者
間
に
は
其
の
跡
を
絶
っ
て
仕
舞
っ
た
。
然
し
な
が
ら
、
上
述
の
法
条
の
存
在

に
拘
ら
ず
、
合
名
会
社
及
び
合
資
会
社
の
実
質
に
関
す
る
疑
問
は
依
然
残
存
せ
ざ
る
を
得
な
い
の
で
あ
っ
て
、
独
逸
学
者
間
の
論
争
は
我

が
国
の
学
者
間
に
も
繰
り
返
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
か
っ
た
の
で
あ
る
」
田
中
耕
太
郎
「
商
法
学
の
任
務
（
下
）
」
法
学
協
会
雑
誌
四
二

巻
五
号
九
二
頁
（
一
九
二
四
年
）
（
同
『
商
法
学
一
般
理
論
（
田
中
耕
太
郎
著
作
集
7
）
』
（
追
補
復
刻
版
・
新
青
出
版
、
一
九
九
八
年
）

所
収
）
。

田
中
が
さ
ら
に
右
の
問
題
意
識
を
敷
街
し
て
『
会
社
法
概
論
』
で
述
べ
る
と
こ
ろ
を
み
る
と
、
「
わ
が
商
法
は
合
名
会
社
の
合
資
会
社

の
内
部
関
係
に
関
し
民
法
の
組
合
の
規
定
を
準
用
し
て
い
る
（
商
六
八
条
、
一
四
七
条
〔
引
用
者
注
一
会
社
法
で
は
削
除
〕
）
。
こ
れ
こ
れ

ら
の
会
社
の
内
部
関
係
が
組
合
的
性
質
の
も
の
た
る
に
起
因
す
る
。
：
：
：
こ
の
故
に
我
々
は
「
準
用
』
と
い
う
文
字
に
拘
泥
し
て
法
が
組

合
で
な
い
も
の
を
組
合
の
規
定
の
支
配
の
下
に
お
く
も
の
と
解
し
て
は
な
ら
な
い
の
で
あ
る
。
の
み
な
ら
ず
：
：
：
フ
ラ
ン
ス
に
お
い
て
民

法
上
の
組
合
が
法
人
と
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
に
想
到
す
る
と
き
に
、
二
観
念
が
背
反
す
る
も
の
で
な
い
こ
と
明
瞭
で
あ
る
。
我
々
は
法

人
性
を
強
調
す
る
の
あ
ま
り
事
物
の
本
質
を
見
誤
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
い
い
、
つ
ぎ
の
よ
う
に
「
疑
問
」
を
呈
す
る
。
い
わ
く
、
「
合

名
会
社
の
よ
う
な
人
的
会
社
と
株
式
会
社
の
よ
う
な
物
的
会
社
と
の
間
に
は
法
人
性
に
お
い
て
濃
度
が
異
る
。
前
者
に
お
い
て
は
社
員
の

個
性
が
尊
重
せ
ら
れ
、
相
互
間
の
結
束
が
固
く
か
っ
外
部
に
対
す
る
直
接
関
係
が
生
じ
法
人
た
る
特
色
は
稀
薄
な
る
に
反
し
、
後
者
に
お

16 
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い
て
は
社
員
で
あ
る
株
主
は
あ
た
か
も
烏
合
の
衆
の
ご
と
く
、
自
己
の
個
性
を
会
社
企
業
に
打
ち
こ
む
こ
と
が
な
く
、
離
合
集
散
が
自
由

で
あ
る
か
ら
、
外
部
的
輪
郭
で
あ
る
法
人
格
は
社
員
の
個
性
に
反
比
例
し
て
明
瞭
に
顕
わ
れ
る
。
こ
の
故
に
会
社
と
組
合
と
が
全
然
対
立

す
る
観
念
の
ご
と
く
思
わ
れ
て
き
た
が
、
合
名
会
社
に
つ
い
て
は
、
対
内
関
係
に
お
い
て
は
組
合
、
対
外
関
係
に
お
い
て
は
法
人
と
認
め

る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
即
ち
こ
れ
ら
の
種
類
の
会
社
に
お
い
て
は
組
合
と
法
人
と
の
両
性
質
を
兼
有
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
か
、
一
派

の
学
者
の
ご
と
く
合
名
会
社
を
相
対
的
人
格
者
（
ガ
l
ラ
イ
ス
〔
引
用
者
注
一
の

m
g
F
u
g
号
E
R
Z
国
g
a巴
向
。
。

z・∞－
p
c白・

5
0
p
m・5
N
R〕
）
ま
た
は
そ
の
活
動
の
方
面
（
契
約
締
結
、
権
利
の
取
得
お
よ
び
処
分
行
為
）
に
お
い
て
法
人
（
ハ

1
メ
ル
〔
引
用

者
注
一
回

mgo－
－
巧
包

Z
F
g
o
Bの宮
g
m昨
日
仏
角
。
町
内

g
g
国
何
百
円
四
包
括

g色
町
。

g
p
u－8
・回
S
F
S
N∞
〕
）
と
認
め
る
こ
と
を
得

な
い
か
」
、
と
（
田
中
耕
太
郎
「
改
訂
会
社
法
概
論
上
巻
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
五
五
年
）
二
九
頁
）
。
こ
の
叙
述
の
内
容
は
、
同
書
の

初
版
で
あ
る
『
会
社
法
概
論
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
二
九
年
）
四
二
頁
以
来
一
貫
し
た
も
の
で
あ
っ
て
、
後
述
の
人
的
会
社
の
部
分
的
権

利
能
力
を
承
認
す
る
現
代
の
ド
イ
ツ
法
学
説
・
判
例
と
同
一
の
方
向
を
示
し
た
も
の
と
い
っ
て
よ
い
。

（
日
）
江
頭
・
前
掲
注
（
M
H
）
が
引
用
す
る
の
は
、
松
田
二
郎
『
株
式
会
社
の
基
礎
理
論
」
（
岩
波
書
店
、
一
九
四
二
年
）
九
一
頁
で
あ
る

が
、
松
田
の
人
的
会
社
組
合
説
の
詳
細
は
「
人
的
会
社
の
組
合
性
｜
｜
人
的
会
社
に
対
す
る
社
団
的
理
論
構
成
の
否
認
｜
｜
」
法
曹
会
雑

誌
二
二
巻
一
号
、
二
号
（
一
九
三
五
年
）
に
公
表
さ
れ
、
以
後
、
前
掲
の
松
田
『
株
式
会
社
の
基
礎
理
論
」
、
松
田
「
会
社
の
組
合
性
と

社
団
性
」
同
『
株
式
会
社
法
研
究
」
（
弘
文
堂
、
一
九
五
四
年
）
一
五
一
頁
以
下
（
初
出
、
田
中
耕
太
郎
先
生
還
暦
記
念
「
商
法
の
基
本

問
題
』
〔
有
斐
閣
、
一
九
五
二
年
〕
）
、
松
田
『
株
式
会
社
法
の
理
論
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
一
一
四
頁
以
下
に
お
い
て
一
貫
し
て

主
張
さ
れ
た
。

（
げ
）
司
法
省
『
ロ
ェ
ス
レ
ル
氏
起
稿
商
法
草
案
上
巻
』
（
刊
年
不
詳
、
復
刻
・
新
青
出
版
、
一
九
九
五
年
）
二

O
九
丁
。

（
時
）
オ
ッ
ト
l
・
フ
ォ
ン
・
ギ
l
ル
ケ
（
。
＝
。

g
ロ
2
2－8
）
の
主
著

3ug内
町
三
月
四
百
の
ゆ
図
。
ωωgω
のFmw持
ω吋ゅの
Z
E
は
第
一
巻
が
一

八
六
八
年
、
第
二
巻
が
一
八
七
三
年
、
第
三
巻
が
一
八
八
一
年
に
そ
れ
ぞ
れ
刊
行
さ
れ
て
い
る
（
第
四
巻
は
一
九
二
二
年
刊
）
か
ら
こ
の

説
明
は
必
ず
し
も
正
確
で
は
な
い
。
例
え
ば
ロ
ェ
ス
レ
ル
の
ロ
ス
ト
ッ
ク
大
学
時
代
の
著
書
『
社
会
的
行
政
法
論
』
で
の
。
号
。
S
E。ロ

の
本
質
に
言
及
し
た
箇
所
で
は
ギ
l
ル
ケ
の
の

g。
ω
ω
8
2宮崎
Z
S♀
F
回色・
H

の
参
観
を
求
め
て
い
る
（
問
。

g－
o
F
U
m
窃
∞
。
丘
巳
。

〈

R
d
gロ
EMmω
叫ゅの

Z
・回向山・
H

・
〉
宮
－
H

・H
∞吋
N・
ω・NNJ可
〉
回
目
・
品
）
。
た
だ
、
こ
の
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
の
史
的
発
展
を
描
い
た
大
著
と

は
別
に
、
ギ

l
ル
ケ
が
商
事
会
社
に
つ
い
て
論
じ
た
と
こ
ろ
の
多
い
回
古
島
E
m
叢
書
『
ド
イ
ツ
私
法
第
一
巻
』
（
タ
の
庁
長
0
・
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uoEω
の
FOω

同

J
・2
包
括
。
F
F
田内田・

H・
H∞
匂
印
）
や
『
ゲ
ノ
ッ
セ
ン
シ
ャ
フ
ト
理
論
と
ド
イ
ツ
の
判
例
』
（
4
・
の
ぽ
岳
h
一

P
U
F
O
のめロ
g
8
p

m
の四回民
Z
F
g
ュo
gロ
ι
島町内山
05ω
の
FO
同
2Eω
唱吋ゅの『ロロ
F
H∞
∞
斗
）
を
公
に
し
た
の
は
ロ
ェ
ス
レ
ル
が
草
案
を
脱
稿
し
た
一
八
八
四
年

よ
り
後
で
あ
り
、
右
の
二
著
が
草
案
に
影
響
を
お
よ
ぼ
す
こ
と
は
あ
り
え
な
か
っ
た
の
は
も
と
よ
り
で
あ
る
。

（
印
）
梅
謙
次
郎
『
会
社
法
綱
要
第
一
冊
』
（
六
法
講
究
会
、
一
八
九
四
年
）
五
五

l
五
六
頁
。

（
初
）
旧
民
法
財
産
取
得
編
一
一
八
条
①
民
事
会
社
ハ
当
事
者
ノ
意
思
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
法
人
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得

②
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
会
社
ニ
社
名
ヲ
付
シ
且
其
契
約
ハ
商
事
会
社
ノ
公
示
ノ
為
メ
法
律
ニ
規
定
シ
タ
ル
方
式
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
公
示
ス
ル
コ

ト
ヲ
要
ス
但
社
名
ヲ
付
シ
又
ハ
公
示
ヲ
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
会
社
ヲ
法
人
ト
為
ス
意
思
ア
リ
ト
推
定
ス

（幻）

mHNh日
〉
σω
・
一
戸
問
。
回
w
Uぽ
。
民
σロ
o
出

ωロ円四
o
z
m
g
oロ
ωの四回
ω昨
日
S
H
g
z
E
2
5
5同
司
町
田
ω
問。。
F
H
A
W
2
4
3円
VO回
ロ
ロ
色

〈
σユ】宮内回目仙の四回目内包窓口包ロ
mmwHHOP
回
向
。
ロ
苫
自
己
ロ
色

mwロ
品
。
諸
島
E
m－－。
HHO
問。。
z
o
m
g
の
E
回向田
ω一昆の】向。ロ
2
4句。叫
σ
o
p
』
可
。
円
。
。
丘
の
宮

w
z
m
g
zロ
仏
語
同
w
－mm件

d
s
a
g－

商
法
二
一
四
条
一
項
合
名
会
社
ハ
其
ノ
商
号
ニ
於
テ
権
利
ヲ
得
、
義
務
ヲ
負
ヒ
、
土
地
ニ
付
キ
所
有
権
其
ノ
他
ノ
物
権
ヲ
取
得
シ
、

又
裁
判
所
ニ
訴
ヘ
又
ハ
訴
ヘ
ラ
ル
ル
コ
ト
ヲ
得
（
大
隅
健
一
郎
H
園
歳
胤
臣
『
現
代
外
国
法
典
叢
書
附
独
逸
商
法

ω会
社
法
』
（
有
斐

閣
、
一
九
五
六
年
）
三
四
頁
の
訳
文
に
よ
る
）
。

（
辺
）
円
、
一
吉
干
の
mwgo仲
間
。
ロ
mc－F
J『
B
泣か品。弘司。伊丹

g
B
B
2巳巳・
J『・口・
HdmW2－0・問。怠－

L
4ゅの－
m
g
z
m
v。
g
z。ロ色
O
K
F
S
E
C《「

一戸也
N
a
w
ロ。
Mom－

（
お
）
問
。
V
B
P同

MME－－
u
g
官

B
E
R
F
O
国
ωロ品。－
R
R
F
F
N国
同
町
N
（5
0
8・
ω・
九
日
勾
・
な
お
、
こ
こ
で
の
引
用
は
拙
訳
に
よ
っ
て
い
る

が
、
浅
木
慎
一
『
日
本
会
社
法
成
立
史
』
（
信
山
社
、
二

O
O
三
年
）
二
二
頁
に
は
、
岡
本
芳
二
郎
訳
「
レ
l
メ
l
博
士
日
本
商
法
評

論
（
四
）
」
明
治
法
学
五
八
号
四
二
頁
（
一
九
O
三
〔
明
治
三
六
〕
年
）
の
訳
文
の
紹
介
が
あ
る
。

（M
）
こ
れ
に
対
し
て
、
レ
l
メ
の
論
文
と
同
年
の
刊
行
な
が
ら
、
株
式
会
社
の
ほ
か
、
株
式
合
資
会
社
、
有
限
会
社
、
登
記
ず
み
経
済
的

共
同
組
合
）
の
問
。
弓
2ω
の
何
回
民
同
性
を
強
く
肯
定
す
る
の
は

U
2ロ
VC叫
伊
豆
。
巳
－
m
o
g巳
5
ロ
r
b
sロ色
gσ
ロ
叫
向
。
門
医
岳
g
同
2Zω

円宮
ω
U
o
c
gの
FOロ
閉
め
宵
『
ωロ
ロ
色
可
お
戸
田
mwロ
ω・国内田・
H・M
・KF口出・一
S
O
N－仰∞
0・

（
お
）
平
成
一
八
年
改
正
前
民
法
三
四
条
「
祭
杷
、
宗
教
、
慈
善
、
学
術
、
技
芸
其
他
公
益
ニ
関
ス
ル
社
団
又
ハ
財
団
ニ
シ
テ
営
利
ヲ
目
的

ト
セ
サ
ル
モ
ノ
ハ
主
務
官
庁
ノ
許
可
ヲ
得
テ
之
ヲ
法
人
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
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会社、組合、社団

（
お
）
梅
謙
次
郎
「
民
法
講
義
巻
之
三
債
権
篇
』
（
有
斐
閣
、
一
九
一
一
一
〔
大
正
元
〕
年
、
復
刻
・
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
七
七
一
頁
。

（
幻
）
松
田
二
郎
「
株
式
会
社
の
社
団
法
人
性
」
同
「
株
式
会
社
法
の
理
論
』
（
岩
波
書
店
、
一
九
六
二
年
）
一
五
O
頁
、
一
五
一
頁
注

（

2
）。

（
お
）
志
田
紳
太
郎
「
日
本
商
法
論
第
二
編
会
社
第
六
版
」
（
有
斐
閣
、
一
九
O
O
〔
明
治
三
五
〕
年
）
四
一
頁
。
し
か
し
こ
れ
は

志
田
の
意
図
か
ら
離
れ
た
理
解
で
あ
る
。
と
い
う
の
は
、
本
文
の
引
用
で
志
田
が
「
社
団
」
と
い
っ
て
い
る
の
は
広
義
の
「
社
団
」
の
こ

と
だ
か
ら
で
あ
る
。
志
田
は
「
会
社
以
外
ノ
社
団
ト
汎
称
ス
ル
ト
キ
ハ
其
意
義
極
メ
テ
広
ク
之
ニ
包
含
ス
ヘ
キ
社
団
ノ
種
類
亦
一
ナ
ラ

ス
」
（
三
六
頁
）
と
い
い
、
こ
の
広
義
の
「
社
団
」
の
な
か
に
民
法
上
の
社
団
法
人
（
狭
義
の
社
団
）
お
よ
び
組
合
が
ふ
く
ま
れ
る
も
の

と
し
つ
つ
、
会
社
は
民
法
上
の
社
団
法
人
の
一
種
で
あ
る
と
明
言
し
（
三
七
頁
）
、
か
っ
、
民
法
上
の
組
合
で
は
な
い
、
と
つ
ぎ
の
よ
う

に
述
べ
て
い
る
。
「
会
社
ハ
法
人
ナ
リ
。
之
ニ
反
シ
テ
組
合
ハ
法
人
ニ
非
ス
（
往
々
組
合
ヲ
法
人
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
ヘ
シ
ト
論
ス
ル
者
ア

リ
ト
難
モ
誤
謬
ナ
リ
。
社
団
ヲ
法
人
ト
為
シ
タ
ル
ト
キ
ハ
其
社
団
ハ
組
合
ニ
非
ス
、
社
団
法
人
ト
称
ス
ヘ
キ
モ
ノ
ト
ス
）
」
（
四
三
頁
、
傍

点
引
用
者
）
。

（
却
）
青
木
徹
二
「
会
社
法
論
増
訂
三
版
」
（
有
斐
閣
、
一
九
O
六
〔
明
治
四
二
年
）
一
二
頁
。
た
だ
し
前
後
の
コ
ン
テ
ク
ス
ト
を
み

る
と
こ
こ
で
も
松
田
の
引
用
は
適
当
と
は
い
え
な
い
こ
と
が
判
る
。
「
法
人
ハ
之
ヲ
組
成
ス
ル
個
々
ノ
分
子
ト
離
レ
テ
法
律
上
独
立
ノ
存

在
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ナ
ル
ガ
故
ニ
会
社
ナ
ル
法
人
モ
亦
之
ヲ
組
織
ス
ル
社
員
又
ハ
株
主
ト
ハ
法
律
上
別
個
ノ
存
在
ヲ
有
ス
。
此
点
ハ
民
法
上

ノ
組
合
ト
異
ナ
ル
所
ナ
リ
。
蓋
シ
組
合
モ
会
社
モ
均
シ
ク
社
団
ニ
シ
テ
、
経
済
上
ニ
於
テ
ハ
同
一
ノ
観
念
ニ
基
ク
モ
ノ
ト
云
フ
ヲ
得
ベ
キ

モ
法
律
上
ハ
全
ク
別
種
ノ
モ
ノ
ナ
リ
。
即
チ
組
合
其
物
ハ
組
合
員
間
ノ
契
約
関
係
ニ
シ
テ
法
ガ
之
ニ
人
格
ヲ
認
ム
ル
コ
ト
ナ
ケ
レ
ド
モ
会

社
ハ
法
人
ニ
シ
テ
固
有
ノ
人
格
ヲ
有
ス
。
決
シ
テ
社
員
間
ノ
契
約
関
係
ニ
非
ザ
ル
ナ
リ
」
（
傍
点
引
用
者
）
。

（
却
）
鈴
木
竹
雄
「
会
社
の
社
団
法
人
性
」
同
『
商
法
研
究
E

会
社
法
I
』
（
有
斐
問
、
一
九
七
一
年
）
五
頁
（
初
出
、
松
本
先
生
古
稀

記
念
『
会
社
法
の
諸
問
題
』
有
斐
閣
、
一
九
五
一
年
）
。

（
担
）
鈴
木
・
前
掲
注
（
初
）
八
頁
。

（
沼
）
合
名
会
社
の
法
人
性
に
つ
い
て
は
、
合
名
会
社
を
形
式
的
な
社
団
と
認
め
る
立
場
か
ら
、
完
全
な
法
人
格
を
承
認
し
、
内
外
と
も
に

会
社
の
名
義
に
お
い
て
活
動
し
、
権
利
義
務
の
主
体
と
な
る
が
、
社
員
の
第
三
者
に
対
す
る
直
接
（
無
限
）
責
任
は
合
名
会
社
の
法
人
格

の
例
外
と
な
る
も
の
と
す
る
。
鈴
木
・
前
掲
注
（
初
）
一
一
一
一

l
一
四
頁
。
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（
お
）
岡
野
敬
次
郎
『
会
社
法
講
義
案
」
（
中
央
大
学
、

三
頁
、
四
五
｜
四
六
頁
。

（
担
）
松
本
系
治
『
日
本
会
社
法
論
』
（
巌
松
堂
書
店
、
一
九
二
九
年
）
四
八
七
頁
以
下
。
と
く
に
四
九
O
頁。

（
お
）
冨
c
g
w
m
B
F
』ロロ
w
v
r
u
w
河内清
Z
8
0
2
0巳
w
v
w
o伊
丹
品
。
叫
国
ωロ品。】
ω噴
出
。
ロ
ω岳
民
窓
口
一
明
吉
田
。
町
立
色
窓
同
色
回
。
－

s
p

g
u
n
R
S町
田
o
m
E民
a
gロ
ωZm己
巳
Z
P
E
H
一宮
R
E
R
V
W
0・
回
目
芭
ω七
2
2
（国
g
m・
）
・
回
巳
可
帥
m
o
N
C叫目。内田
2
5ロ
官
回
出
口
町
。
v
g

河内自
v
g
m
O
R
E
n
E
0・
N
o
g－
ω・NHN
同
・
な
お
、
村
上
淳
一
「
会
社
の
法
人
格
｜
｜
比
較
法
史
の
断
章
」
桐
蔭
法
学
四
号
一
頁
以
下
（
一

九
九
六
年
）

D

こ
れ
ら
二
つ
の
論
文
の
モ
チ
ー
フ
は
共
通
で
は
あ
る
が
、
前
者
は
ド
イ
ツ
法
の
立
場
か
ら
独
日
の
相
違
に
詳
し
く
言
及
し

て
お
り
、
単
な
る
異
言
語
バ
ー
ジ
ョ
ン
で
は
な
い
。

（
お
）
野
田
良
之
「
会
社
と
い
う
言
葉
に
つ
い
て
」
鈴
木
竹
雄
先
生
古
稀
記
念
「
現
代
商
法
学
の
課
題
中
』
七
O
七
頁
以
下
（
有
斐
閣
、

一
九
七
五
年
）
、
大
賀
祥
充
『
株
式
会
社
設
立
の
法
理
』
（
慶
臆
通
信
、
一
九
七
五
年
）
一
三
O
頁
以
下
、
後
藤
元
伸
「
法
人
格
の
な
い
人

的
結
合
体
（
団
体
）
と
権
利
共
同
関
係
｜
｜
権
利
能
力
な
き
社
団
と
民
法
上
の
組
合
の
財
産
関
係
、
な
ら
び
に
、
法
人
｜
｜
」
阪
大
法
学

四
一
巻
四
号
四
七
六
頁
（
一
九
九
二
年
）
、
同
「
独
仏
団
体
法
の
基
本
的
構
成
（
一
）
」
阪
大
法
学
四
七
巻
二
号
一
七
二
頁
以
下
（
一
九
九

七
年
）
、
上
谷
均
「
組
合
前
注
」
右
近
健
男
編
『
注
釈
ド
イ
ツ
契
約
法
」
（
三
省
堂
、
一
九
九
五
年
）
五
七
七
頁
、
福
田
清
明
「
日
独
に
お

け
る
社
団
と
組
合
の
峻
別
論
の
発
展
｜
｜
民
法
上
の
組
合
の
権
利
主
体
性
を
中
心
に
｜
｜
」
法
学
研
究
（
明
治
学
院
大
学
）
七
二
号
三
頁

以
下
（
二

O
O
一
年
）
、
新
津
和
典
「
一
九
世
紀
ド
イ
ツ
に
お
け
る
社
員
権
論
の
生
成
と
展
開
｜
｜
社
員
権
論
の
歴
史
性
と
現
代
的
意
義

｜
｜
」
法
と
政
治
五
九
巻
一
号
二
四
六
頁
以
下
の
注
（

m）
1
（
胤
）
（
二

O
O
八
年
）
。

（
幻
）
間
宮
ロ
江
口
moF
の
2
5円四一N
出
向
。
島
内
出
。
。
ω己】
ωの
Vmwpω
足。
FZW］

5
・kpg出・
Ncom－－
ω・h

F

・

（
お
）
「
広
義
の
会
社
」
の
g
o
E岳
民
同
の
分
類
は
、
ナ
チ
ス
時
代
の
株
式
法
立
法
（
一
九
三
七
年
）
を
契
機
と
し
て

2
2
w
P
E
E
g

g
p
国
自
色
色
向
。
。
宮
ロ
ロ
色

ω岳
民
F
F
3向。。
F
F
J
Fロ
Nwm・krc出・

5hpω
・
∞
ほ
・
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
の
指
摘
が
あ
る
。
松
田
・
前

掲
注
（
凶
）
『
株
式
会
社
の
基
礎
理
論
』
一
四
三
頁
（
註
六
）
。

（
ぬ
）
私
法
上
の
人
的
結
合
で
あ
っ
て
、
一
定
の
共
同
の
目
的
の
達
成
の
た
め
に
法
律
行
為
に
よ
っ
て
設
立
さ
れ
た
も
の
（
島
町
匂
ヨ
中

可
R
V
E各
o
p肖
ω。ロ
Oロ
2
5日
巳
担
B
m
g
w
e
o
Nロ
吋
開
叫
円
。
庁
四
回
ロ
ロ
m
a毘
w
m
v
g
E
H
U
B窓
口
問
。
目
。
宮
g
g
g
N
d『
ゅ
の

Wω

円宮円。
F

河
内
自
宮
ωmmwω
の同岡山時出

vom門出国内田
2
4
2
a
g）
と
も
い
わ
れ
る
。
関
口
E
2＼
kpg自
白
5
・の
g
o－－
ωの『
mpω
諸
島
F
a
・krg出・

N
c
c
p
m
H
F
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一
九
二

O
年
）
六
頁
、
三

O
頁
、
同
『
会
社
法
』
（
有
斐
閣
、

一
九
二
九
年
）
二
｜



会社、組合、社団

当
宮
内
田

E
。V
－2－の
2
0ロ
ω岳
民
z
s
n
F
F
N
N・k
p
c
出・

N
o
g－
m己・

（
必
）
薄
田
利
治
（
慶
慮
義
塾
大
学
商
法
研
究
会
編
）
『
会
社
法
以
前
』
（
慶
慮
義
塾
大
学
出
版
会
、
二

O
O
三
年
）
八
六
頁
。
な
お
、
松
本

恭
治
「
公
益
法
人
、
営
利
法
人
ノ
類
別
」
法
学
協
会
雑
誌
二
二
巻
一
号
六
一
頁
（
一
九
O
二
〔
明
治
三
七
〕
年
）
、
同
「
営
利
法
人
ノ
観

念
」
『
私
法
論
文
集
』
（
巌
松
堂
書
店
、
大
正
五
年
、
復
刻
・
有
斐
閣
、
一
九
八
九
〔
平
成
元
〕
年
）
二
六
頁
以
下
（
初
出
、
法
学
協
会
雑

誌
二
八
巻
三
号
・
四
号
、
一
九
一

O
〔
明
治
四
三
〕
年
）
、
富
井
政
章
『
訂
正
増
補
民
法
原
論
第
一
巻
総
論
』
（
有
斐
閣
、
一
九
二
二

〔
大
正
元
〕
年
、
復
刻
・
有
斐
閣
、
一
九
八
五
年
）
二
三
五
頁
で
は
、
ド
イ
ツ
の
社
団
の
事
業
目
的
が
、
非
経
済
的
社
団
（
ド
イ
ツ
民
法

典
二
一
条
）
と
経
済
的
社
団
（
同
一
一
一
一
条
）
と
に
裁
然
と
分
か
れ
て
お
り
、
日
本
の
新
民
法
の
よ
う
な
中
間
形
態
（
公
益
に
関
せ
ず
、
か

つ
、
営
利
を
目
的
と
し
な
い
社
団
）
が
生
じ
る
余
地
の
な
い
構
造
を
採
っ
て
い
る
こ
と
を
指
摘
し
て
い
る
。

（剖）

m
E
切
の
回
〉
民
〈
2
0
Z
0・
角
田
町
ロ
仙
の
宮
吋
ゅ
の

F
Z窓
Emω
伊
国
内
ゲ
出
ロ
島
内
出
向
田
宮
〈
。
吋

ωの
F
E出
血
山
口
位

V
2
e
o
の

2
0出
ωの『
ω持
〉
口
調
。
中

島
ロ
ロ

m・
〉

5
0
E
O吉
岡
ゅ
の

F
g
m
gの
同
阿
部
戸
内
問

g

－sz
m
g
oロ
巴
ロ

gω
。
r
v
oロ
〈

q
aロ
ω巴
ロ

O
B
U
E
2
0口
問
。
向
。
ロ
0
．F
2
4。
同
問
。
ロ
。
自
－

B
2
4
E
a－
Z
沖

z

e門
岡
山
州
吉
弘
己
足
。
宮

aα
巳目。同岡山

HMm百円目。】ロ
g
o
F
3
8・
ω。
富
津
gω
ぽ
巳
ωの
o
g
B富
島
巳
【
四
回
。
同
・
「
権
利
能
力
ナ

キ
社
団
ニ
関
シ
テ
ハ
組
合
ニ
関
ス
ル
規
定
ヲ
適
用
ス
。
カ
カ
ル
社
団
ノ
名
ニ
於
テ
第
三
者
ト
為
シ
タ
ル
法
律
行
為
ニ
付
テ
ハ
、
行
為
者
自

ラ
責
ヲ
負
フ
一
行
為
者
数
人
ア
ル
ト
キ
ハ
、
連
帯
債
務
者
ト
シ
テ
責
ヲ
負
フ
。
」
柚
木
馨
H

高
木
多
喜
男
補
遺
『
現
代
外
国
法
典
叢
書
川

独
逸
民
法

m
民
法
総
則
』
（
有
斐
閣
、
一
九
五
五
年
）
九
五
頁
の
訳
文
に
よ
る
。

（
位
）
枚
挙
に
眼
な
い
が
、
学
説
史
的
観
点
か
ら
の
叙
述
と
し
て
大
村
敦
志
『
民
法
読
解
総
則
編
』
（
有
斐
閣
、
二

O
O
九
年
）
二
三
O

頁
以
下
。

（
必
）
岡
野
・
前
掲
注
（
お
）
『
会
社
法
』
八
｜
九
頁
。

（
制
）
オ
ッ
ト
l
・
ギ
l
ル
ケ
に
よ
る
合
手
理
論
（
の
o
g
B
F
S色
宮
町

M
g）
で
あ
る
。
石
田
文
次
郎
「
ギ
1
ル
ケ
の
団
体
法
論
』
（
ロ
ゴ
ス

書
院
、
一
九
二
九
年
）
二

O
三
頁
以
下
（
特
に
二

O
九
頁
以
下
）
、
同
「
合
有
論
」
法
学
協
会
雑
誌
四
九
巻
四
号
二
九
頁
以
下
（
一
九
三

一
年
）
（
『
民
法
研
究
第
一
巻
』
〔
弘
文
堂
書
房
、
一
九
三
四
年
〕
所
収
）
、
我
妻
栄
『
債
権
各
論
中
巻
二
（
民
法
講
義
れ
）
」
（
岩
波
書

店
、
一
九
六
二
年
）
八
O
O
頁
、
来
栖
三
郎
「
共
同
相
続
財
産
に
就
い
て
（
二
）
」
法
学
協
会
雑
誌
五
六
巻
三
号
六
七
頁
以
下
、
「
同

（
三
）
」
五
号
四
一
頁
以
下
、
「
同
（
四
・
完
）
」
六
号
六
六
頁
以
下
お
よ
び
七
六
頁
以
下
（
一
九
三
八
年
）
、
上
谷
均
「
ド
イ
ツ
民
法
典
の

組
合
契
約
に
お
け
る
合
有
制
」
石
部
雅
亮
編
『
ド
イ
ツ
民
法
典
の
編
纂
と
法
学
』
（
九
州
大
学
出
版
会
、
一
九
九
九
年
）
三
八
五
頁
以
下
。
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（
必
）
上
柳
克
郎
「
合
名
会
社
の
法
人
性
」
同
「
会
社
法
・
手
形
法
論
集
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
O
年
、
初
出
、
大
森
先
生
還
暦
記
念
「
商

法
・
保
険
法
の
諸
問
題
』
有
斐
閥
、
一
九
七
二
年
）
一
六
頁
以
下
、
高
橋
英
治
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
組
合
の
法
人
格
」
同
「
ド
イ
ツ
と

日
本
に
お
け
る
株
式
会
社
法
の
改
革
』
（
商
事
法
務
、
二

O
O
七
年
、
初
出
、
奥
島
孝
康
教
授
還
暦
記
念
第
一
巻
『
比
較
会
社
法
研
究
』

成
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
三
二
三
頁
以
下
。

（
必
）
回
の
田
口
早
急
4
・
N匂・
H・N
o
s
－ロ
N同
ω
ω
H
E
C
一
回
の
国
N
H
h
p
g
r
z
』
喝
さ
S
L
o
g－
高
橋
・
前
掲
注
（
必
）
三
三
三
頁
以
下
、

福
瀧
博
之
「
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
民
法
上
の
組
合
と
権
利
能
力
（
一
）
（
二
）
」
関
西
大
学
法
学
論
集
五
四
巻
一
号
一
頁
以
下
、
二
号
一
一
一

頁
以
下
（
二

O
O
四
年
）
、
青
木
哲
「
民
法
上
の
組
合
の
債
務
と
強
制
執
行
（
こ
」
法
学
協
会
雑
誌
一
一
二
巻
四
号
三
二
頁
（
二

O
O
四

年
）
、
西
内
康
人
「
団
体
論
に
お
け
る
契
約
性
の
意
義
と
限
界
（
一
）
」
法
学
論
叢
一
六
五
巻
三
号
一
頁
（
ニ

O
O九
年
）
。

（
幻
）
西
村
貴
裕
「
法
人
実
在
説
の
端
緒
と
そ
の
意
義
｜
｜
法
人
本
質
論
再
考
」
人
間
環
境
論
集
四
号
七
三
頁
以
下
（
二

O
O
五
年
）
。

（
必
）
高
橋
・
前
掲
注
（
必
）
三
二
七
頁
。
な
お
、
岡
野
・
前
掲
（
お
）
「
会
社
法
講
義
案
」
二
六
頁
参
照
。

（
的
）
村
上
・
前
掲
注
（
お
）
「
会
社
の
法
人
格
」
七
頁
以
下
、
同
「
団
体
と
団
体
法
の
歴
史
」
『
岩
波
講
座
基
本
法
学

2
1団
体
』
（
岩

波
書
店
、
一
九
八
三
年
）
一
六

l
一
七
頁
。

（
印
）
冨
包
甘
口
p

k
－mO
B
O
E
R
H，
o出
品

g
切
の
回
L
0・k
p
ロ巴・

NOHO－
m
a印河口－

H
o
g－〈包・
4

司宮内田宮の
E
o
p
m－m・p
－
m
N
何回・宮崎・一

関
口

E
R＼〉
ggmwロ
Pω
－mw・。・・
ωω
ロ・

（
日
）
大
森
忠
夫
「
商
一
般
（
商
人
、
会
社
、
商
行
為
、
手
形
・
小
切
手
）
」
「
現
代
外
国
法
典
叢
書
側
仏
蘭
西
商
法

ω』
（
有
斐
閣
、
一
九

五
七
年
）
七
三
頁
、
山
本
桂
一
『
フ
ラ
ン
ス
企
業
法
序
説
』
（
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
六
九
年
）
九
一
頁
以
下
。

8
8
a忠
吉
ロ
を
明
文

化
し
た
一
九
O
一
（
明
治
三
四
）
年
七
月
一
日
法
の
以
前
か
ら
そ
の
本
質
は

g
a
b芯
で
あ
る
も
の
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。

（
臼
）
倉
津
・
前
掲
注
（
ロ
）
八
頁
以
下
、
奥
島
孝
康
「
フ
ラ
ン
ス
私
法
人
基
本
法
制
」
同
「
フ
ラ
ン
ス
金
業
法
の
理
論
と
動
態
』
（
成
文

堂
、
一
九
九
九
年
）
（
初
出
、
比
較
法
学
一
五
巻
二
号
、
一
九
八
一
年
）
六
六
頁
、
高
村
学
人
「
フ
ラ
ン
ス
の
ア
ソ
シ
エ
ー
シ
ョ
ン
法
」

比
較
法
研
究
六
九
号
五
O
頁
（
二

O
O七
年
）
。

（
日
）
「
仏
蘭
西
法
上

8
己
舎
か
な
る
用
語
は
、
之
を
日
本
流
に
言
へ
ば
、
組
合
と
会
社
の
何
れ
を
表
現
す
る
為
に
も
用
ひ
ら
れ
る
。
蓋
し

日
本
流
に
単
な
る
債
権
契
約
関
係
た
る
に
止
る
組
合
な
る
観
念
と
、
法
人
格
を
有
す
る
団
体
た
る
会
社
な
る
概
念
と
は
、
仏
蘭
西
法
上
は
、

然
く
相
排
斥
す
る
概
念
と
し
て
取
り
扱
は
れ
る
こ
と
な
く
、
日
本
流
に
所
調
会
社
も
亦
仏
法
上
は
組
合
の
一
種
た
る
性
質
を
具
備
し
て
ゐ
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る
も
の
と
考
へ
ら
れ
て
ゐ
る
か
ら
で
あ
る
。
即
ち
、

g
a舎
か
な
る
概
念
は
、
専
ら
或
人
的
結
合
の
団
体
構
成
の
実
質
に
著
眼
し
た
概
念

で
あ
っ
て
、
之
が
対
外
的
に
一
箇
の
法
人
格
者
た
る
地
位
を
認
め
ら
れ
る
か
否
か
は
、
専
ら
法
技
術
的
な
形
式
の
問
題
と
し
て
、
自
ら
別

箇
の
問
題
と
さ
れ
る
わ
け
で
あ
る
。
従
て
、
邦
語
に
訳
す
る
に
際
し
て
は
、

ω
。
丘
公
か
な
る
語
は
む
し
ろ
社
団
（
又
は
社
団
契
約
）
と
で

も
訳
す
べ
き
内
容
を
有
し
、
之
に
法
人
格
が
認
め
ら
れ
て
ゐ
る
場
合
は
会
社
と
訳
し
、
法
人
格
が
認
め
ら
れ
ぬ
場
合
に
は
之
を
組
合
と
訳

す
る
の
が
適
当
で
あ
る
か
も
知
れ
ぬ
」
大
森
・
前
掲
注
（
日
）
七
一
頁
（
傍
点
引
用
者
）
。
ま
た
、
倉
津
・
前
掲
注
（
ロ
）
二
二
頁
。

（日）

N・回・
3
gロ巳
2
・4
司

α
2
2ぎ
の
F
B叫
者
笠
宮
宮
崎
F
同

R
Z
S島
田

g
品。「田島・
H
－

uocg各
・
司
話
回
Noaω
の
F
L・K戸口出・
N
o
g－

ω・∞叶町一口
0
5
2＼

2
2
F
d
g
1
2ぎ
の
『
合
同
一
問
。
の
伊
丹
ω・
ロ
ロ
弘
司
笠
宮
町
民
？
の
り
・
問
。
冨
・
何
色
・

NCC斗
・
た
だ
し
後
者
は
－

K
R包ロ

E

を

い
。
弓

0
2与
え
S
S
2
N
z
g
B
B
g
ω
の
F
g
E回
目
。

F
Z『
FO叫一
3
2。
5
ロE

（
複
数
人
の
社
団
的
結
合
）
で
あ
る
と
断
り
を
入
れ
つ
つ

g
g
a
g
Eロ
と
の
仏
訳
を
示
し
て
い
る
。
ま
た
、
最
近
の
ベ
ル
リ
ン
・
フ
ン
ボ
ル
ト
大
学
の
ド
イ
ツ
人
研
究
者
に
よ
る
独
仏
一
人
会
社

法
の
比
較
研
究
（
仏
文
）
（
閃

g
Z司
旦
盟
主
ロ

m
o
p
F
m
g丘
公

b
g
E
3
2
0ロ
5
ロ
O
z
－－
E
2
円

5
3
E
s
aロ
o円
m
R
R
g
t。ロ
g

州島

OBωmロ
0・
O
R
S
o
a－－
z
z
。
。
品
。
品
。

g
B
B
2
2
N
O
O
B
ω
州
壱
芯
丸
型
州
広
島

g
z
o
C
M
O仲
間
肖

£
2
t。ロタ
8
5
宮
内
出
店
主
。
ロ
品
。

∞包
E
・KFEミ
・
出
。
巳
P
N
c
c
p
u・Na∞
）
も
〈
2
0宮
を

g
ω
o
a巳
芯
ロ
と
し
て
い
る
。

（
日
）
ス
イ
ス
民
法
典
で
は
、

g
号
。

s
t。
ロ
（
仏
）
お
よ
び
問
。
弓

o
g岳
民
件
（
独
）
、

g
a舎
か
（
仏
）
お
よ
び
思
吋

ω。
5
ロ
2
5宮
内
宮
口
問

（
独
）
と
い
う
用
語
法
が
採
用
さ
れ
て
い
る
。

「
会
社
」

の
法
典
化
｜
｜
旧
民
法
典
・
旧
商
法
典

会社、組合、社団

ド
イ
ツ
に
お
い
て
は
、
民
法
上
の
組
合
は
合
名
会
社
、
合
資
会
社
の
基
本
型
で
あ
っ
て
、
ひ
と
つ
の
企
業
形
態
で
あ
る
こ
と
を
見

た
。
日
本
の
従
来
の
捉
え
方
は
、
た
と
え
ば
竹
内
昭
夫
が
「
組
合
財
産
の
合
有
制
や
組
合
債
務
に
つ
き
組
合
債
権
者
と
組
合
員
と
の

個
別
的
関
係
が
原
則
と
さ
れ
て
い
る
こ
と
等
は
、
大
量
の
取
引
を
連
続
し
て
行
う
近
代
的
企
業
形
態
と
し
て
は
組
合
が
適
さ
な
い
」

（回）

理
由
に
な
る
、
と
述
べ
た
よ
う
に
、
制
度
的
な
限
界
な
い
し
制
約
を
指
摘
し
て
そ
の
利
用
の
少
な
さ
を
説
明
す
る
こ
と
が
一
般
的
で
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あ
っ
た
が
、
ド
イ
ツ
で
は
実
際
の
利
用
の
多
寡
よ
り
も
（
そ
れ
自
体
も
け
っ
し
て
少
な
く
は
な
い
が
）
人
的
会
社
に
補
充
適
用
さ
れ
る

一
般
法
で
あ
る
と
い
う
点
に
理
論
的
な
意
味
で
の
意
義
が
あ
る
も
の
と
さ
れ
て
い
る
。

日
本
に
も
実
は
「
組
合
契
約
」
を
基
礎
と
し
た
会
社
法
の
体
系
が
存
在
し
た
時
期
が
あ
る
。
そ
れ
は
旧
民
法
典
・
旧
商
法
典
で
あ

24 

る
（
た
だ
し
周
知
の
よ
う
に
旧
民
法
典
は
一
度
も
施
行
さ
れ
な
か
っ
た
た
め
、
こ
の
「
体
系
」
が
そ
の
ま
ま
実
効
性
を
も
つ
こ
と
は
な
か
っ

た）。
旧
民
法
典

（貯）

ま
ず
、
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
起
草
の
旧
民
法
典
財
産
取
得
編
の
中
の
「
会
社
」

g
a砕
か
は
、
「
会
社
ハ
数
人
カ
各
自
ニ
配
当
ス
可
キ

利
益
ヲ
収
ム
ル
目
的
ニ
テ
或
ル
物
ヲ
共
通
シ
テ
利
用
ス
ル
為
メ
又
ハ
或
ル
事
業
ヲ
成
シ
若
ク
ハ
或
ル
職
業
ヲ
営
ム
為
メ
各
社
員
カ
定

（回）

マ
リ
タ
ル
出
資
ヲ
為
シ
又
ハ
之
ヲ
諾
約
ス
ル
契
約
ナ
リ
」
（
財
取
編
二
五
条
）
と
定
義
づ
け
ら
れ
て
お
り
、
契
約
者
各
人
の
目
的
が

営
利
に
あ
る
こ
と
が
そ
の
要
素
と
さ
れ
て
い
る
（
こ
れ
に
対
し
て
現
行
法
の
組
合
契
約
〔
民
法
六
六
七
条
一
項
〕
で
は
契
約
者
の
目
的
に

限
定
が
な
い
）
。
こ
の
会
社
す
な
わ
ち
民
事
会
社
は
「
常
に
原
型

2
3
0）
、
典
型
（
B
O念
宮
）
と
み
な
さ
れ
、
そ
の
ほ
か
は
そ
の
変

（印）

型
（
d
R
5
b）
か
発
展
型
で
あ
る
」
と
さ
れ
る
。
起
草
の
方
針
と
し
て
「
商
事
会
社
ノ
規
則
ハ
商
法
ニ
之
ヲ
定
メ
タ
レ
ハ
本
章
ニ
於

テ
ハ
商
事
ニ
関
セ
ズ
民
事
ノ
ミ
ニ
関
ス
ル
会
社
ノ
規
定
ヲ
掲
グ
。
而
シ
テ
民
事
ト
商
事
ト
ノ
区
別
ハ
商
法
ニ
商
事
ナ
ル
ト
シ
テ
列
記

シ
タ
ル
モ
ノ
、
外
ハ
皆
民
事
ナ
リ
ト
ス
。
又
本
章
ニ
ハ
会
社
ノ
設
定
ヨ
リ
社
員
ノ
権
利
義
務
及
ヒ
会
社
ノ
解
散
其
精
算
及
ヒ
分
配
ニ

（印）

係
ル
規
則
ヲ
掲
ケ
商
事
会
社
ト
難
ト
モ
商
法
ニ
特
別
ノ
規
則
ヲ
設
ケ
サ
ル
モ
ノ
ハ
本
章
ノ
規
則
ニ
従
フ
ヘ
キ
モ
ノ
ト
セ
リ
」
と
さ
れ
、

財
取
編
一
一
六
条
は
「
商
事
会
社
ニ
特
別
ナ
ル
規
則
ハ
商
法
ヲ
以
テ
之
ヲ
定
ム
」
と
し
て
、
商
事
会
社
の
規
整
を
旧
商
法
典
に
譲
つ

て
い
る
。

た
だ
注
意
を
要
す
る
の
は
、
右
の
民
事
会
社
（

ω
2
5恥
a
t
F）
と
、
商
事
会
社
（

ω
2
5恥
g
B
B
2
a色
。
）
と
は
、
当
事
者
の



営
利
目
的
に
お
い
て
共
通
で
あ
り
、
そ
れ
ら
の
区
別
の
基
準
は
他
の
要
素
に
求
め
る
べ
き
点
で
あ
る
。
右
の
財
取
編
一
二
ハ
条
の
注

釈
で
は
、
「
民
事
会
社
と
商
事
会
社
と
の
相
違
は
、
民
事
売
買
と
商
事
売
買
、
民
事
債
務
と
商
事
債
務
と
の
相
違
、
概
し
て
い
え
ば

民
事
行
為
（

R
g
a
t－
）
と
商
行
為
（

ω
2
0
8
5
B
2
a巳
g
e
g
g
B
2
8）
と
の
相
違
と
同
じ
で
あ
る
。
商
行
為
は
個
人
が
単
独

で
行
う
こ
と
が
あ
り
え
、
も
し
そ
の
者
が
商
行
為
を
職
業
的
か
つ
偶
発
的
で
は
な
く
為
し
た
場
合
に
は
、
商
人
（

g
g
B
2
2
E
g）

と
な
る
。
こ
れ
と
同
じ
商
行
為
を
そ
の
目
的
で

g丘
公
か
に
結
合
し
た
諸
個
人
が
行
う
こ
と
も
あ
り
、
こ
れ
が
商
事
会
社
す
な
わ
ち

（位）

実
際
の
と
こ
ろ
は
商
人
会
社
（

ω忠
広
広

ω
8
5
B
2
2
E
g）
で
あ
る
」
と
い
う
。
個
人
商
人
と
同
様
に
、
事
業
内
容
が
商
行
為
の
営

業
で
あ
る
か
否
か
に
よ
っ
て
商
事
会
社
に
な
る
か
否
か
が
定
ま
る
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
右
は
あ
く
ま
で
原
則
的
な
基
準
で
あ
っ
て
、
民
事
会
社
と
い
え
ど
も
商
事
会
社
の
規
整
を
受
け
る
こ
と
が
あ
る
。
財
取

（臼）

編
一
二

O
条
は
「
会
社
ハ
其
目
的
ノ
商
事
ニ
在
ラ
サ
ル
モ
資
本
ヲ
株
式
ニ
分
ツ
ト
キ
ハ
商
法
ノ
規
定
ニ
従
フ
」
も
の
と
し
て
、
株
式

会
社
を
非
商
事
目
的
で
営
む
場
合
に
は
例
外
的
に
商
事
会
社
の
規
整
を
受
け
る
も
の
と
し
て
い
る
。
旧
民
法
典
財
取
編
会
社
は
、
右

の
よ
う
な
配
慮
の
も
と
に
、
今
日
で
い
え
ば
実
質
的
意
味
で
の
商
法
｜
｜
企
業
法
ー
ー
と
い
っ
て
よ
い
性
格
を
有
し
て
い
た
の
で
あ

る

会社、組合、社団

で
は
、
法
人
格
の
取
得
に
つ
い
て
い
か
な
る
要
件
が
考
え
ら
れ
て
い
た
か
。
「
法
人
ハ
法
律
ノ
認
許
ス
ル
ニ
非
サ
レ
ハ
成
立
ス
ル

コ
ト
ヲ
得
ス
」
（
旧
民
法
人
事
編
五
条
）
と
い
う
許
可
主
義
の
一
般
的
な
ル

l
ル
を
敷
き
つ
つ
、
そ
の
例
外
と
し
て
、
財
取
編
一
一
人

（倒）条
は
、
一
項
で
「
民
事
会
社
ハ
当
事
者
ノ
意
思
ニ
因
リ
テ
之
ヲ
法
人
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
と
し
て
、
民
事
会
社
に
も
当
事
者
の
意
思

ー
ー
設
立
意
思
ー
ー
に
も
と
づ
い
て
法
人
格
を
開
放
す
る
反
面
、
二
項
で
「
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
会
社
ニ
社
名
ヲ
付
シ
且
其
契
約
ハ
商

事
会
社
ノ
公
示
ノ
為
メ
法
律
ニ
規
定
シ
タ
ル
方
式
ニ
従
ヒ
テ
之
ヲ
公
示
ス
ル
コ
ト
ヲ
要
ス
但
社
名
ヲ
付
シ
又
ハ
公
示
ヲ
為
シ
タ
ル

ト
キ
ハ
其
会
社
ヲ
法
人
ト
為
ス
意
思
ア
リ
ト
推
定
ス
」
る
も
の
と
し
て
、
公
示
に
つ
い
て
は
商
事
会
社
の
規
整
を
適
用
す
る
も
の
と

し
た
。
要
す
る
に
、
旧
民
法
典
は
成
員
が
営
利
を
目
的
と
す
る
契
約
的
結
合
で
あ
る
会
社

g
a舎
か
と
い
う
実
体
に
対
し
て
そ
の
事

25 
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商事会 社

societes commerciales 

Handelsgesellschafien 

業
の
内
容
を
間
わ
ず
法
人
格
を
あ
た
え
る
途
を
開
い
て
い
た
わ
け
で
あ

26 

る2 

旧
商
法
典

ロ
ェ
ス
レ
ル
起
草
の
商
法
草
穀
の
「
商
社
」
国

gEω
・

m
g
o
－－ω
岳
民
仲
は
右
の
旧
民
法
典
と
体
系
的
な
接
合
性
を
考
慮
し
て
起

草
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た
。
旧
民
法
典
・
旧
商
法
典
の
通
弊
で
あ
っ
た
、

起
草
者
を
異
に
す
る
こ
と
に
起
因
す
る
矛
盾
・
抵
触
か
ら
は
け
っ
し
て

（侃）

自
由
で
は
な
か
っ
た
に
せ
よ
l
｜
。

（町）

会
社
法
の
前
注
に
お
い
て
ロ
ェ
ス
レ
ル
は
い
う
。
「
か
つ
て
は
ロ
ー

マ
法
の
例
に
な
ら
っ
て
会
社
を
｜
｜
他
の
あ
ら
ゆ
る
契
約
か
ら
生
じ
る

債
務
関
係
と
同
様
に
｜
｜
構
成
員
間
の
純
粋
に
人
的
な
債
務
関
係
と
の

み
見
た
の
で
あ
る
が
、
新
し
い
法
的
な
見
解
は
、
商
業
の
必
要
性
が
あ

る
か
ぎ
り
に
お
い
て
、
会
社
に
特
別
か
つ
独
立
の
法
的
人
格
（

vas－

m
r
B
C
E
8
－zgロ
島
問
。
問
。
。

zeo円
急
巳
W
F
W
色
丹
）
を
認
め
る
が
、
し

か
し
会
社
を
言
葉
の
厳
密
な
意
味
に
お
い
て
法
人
（
吉
江

ω
Z
R
Z
F円・

8
ロ
）
と
解
釈
す
る
こ
と
は
な
い
。
そ
れ
ゆ
え
に
、
会
社
の
権
利
・
義

務
す
な
わ
ち
会
社
の
所
有
物
、
債
権
お
よ
び
債
務
は
、
成
員
個
々
人
で

は
な
く
会
社
そ
れ
自
体
に
結
び
つ
け
ら
れ
、
ま
た
、
そ
こ
か
ら
重
要
な



法
的
な
結
論
が
導
か
れ
る
。
例
え
ば
あ
る
会
社
が
破
産
に
陥
っ
た
場
合
、
会
社
債
権
者
は
成
員
の
債
権
者
か
ら
隔
離
さ
れ
、
会
社
そ

れ
自
体
に
訴
え
が
提
起
さ
れ
う
る
。
ま
さ
に
こ
の
商
事
会
社
の
近
代
的
な
考
え
方
が
、
会
社
を
民
法
上
の
通
常
の
会
社
（
品
目
。

向。羽

o
g
z岳
ぬ
の

g
色
R
E岸
g《

同

2
0
4巴
諸
島
宮
）
と
区
別
し
、
ま
た
、
厳
密
か
つ
一
部
は
厳
格
な
規
定
が
会
社
に
必
要
で
あ
る
と

す
る
の
で
あ
る
」
。

会社、組合、社団

会
社
の
実
体
は
純
粋
な
債
務
関
係
と
は
異
な
る
と
い
う
が
、
し
か
し
そ
の
相
違
点
に
つ
い
て
例
え
ば
草
案
六
七
条
「
商
社
ハ
共
同

（伺）

シ
テ
商
業
ヲ
営
ム
カ
為
メ
ニ
ス
ル
ト
キ
ノ
ミ
之
ヲ
設
立
ス
ル
ヲ
得
」
（
旧
商
法
六
六
条
）
と
い
う
共
同
の
意
義
に
つ
い
て
彼
は
く
わ
し

く
ふ
れ
る
と
こ
ろ
が
な
い
。
だ
が
、
彼
の
育
っ
た
ド
イ
ツ
一
般
商
法
典
辛
口
出
の
切
）
制
定
前
後
の
理
論
構
成
は
い
ま
だ
契
約
的
結

合
（
ω
。
a
o
g史
的
。
乱
。
骨
密
）
の
レ
ベ
ル
に
あ
り
、
な
に
よ
り
彼
の
博
士
論
文
は
ロ

l
マ
法
に
お
け
る
商
事
会
社
の
財
産
を
あ
っ
か
い
、

ロ
l
マ
法
的
契
約
構
成
の
も
と
で
も
組
合
員
の
意
思
に
よ
っ
て
団
体
そ
の
も
の
に
直
接
権
利
義
務
を
帰
属
さ
せ
る
よ
う
な
連
帯
性
を

（的）

み
と
め
る
こ
と
は
可
能
で
あ
る
と
主
張
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。

ま
た
、
ロ
ェ
ス
レ
ル
は
草
案
の
注
釈
に
お
い
て
、
会
社
は
法
人
で
は
な
い
、
外
部
の
第
三
者
に
対
し
て
は
会
社
に
は
社
員
か
ら
の

独
立
性
が
あ
る
、
と
い
う
措
辞
を
し
ば
し
ば
く
り
か
え
し
て
は
い
る
。
そ
れ
は
村
上
に
よ
れ
ば
、
ロ
ェ
ス
レ
ル
が
抱
懐
し
て
い
た
公

（河）

的
な
団
体
の
ほ
か
に
は
完
全
な
法
人
格
を
み
と
め
が
た
い
も
の
と
す
る
「
社
会
法
」
論
か
ら
く
る
制
約
で
あ
る
と
い
う
が
、
そ
の
措

（

n）
 

辞
と
は
別
に
、
と
く
に
株
式
会
社
は
法
人
で
あ
る
か
の
よ
う
な
口
吻
を
漏
ら
す
な
ど
、
い
さ
さ
か
唆
昧
な
面
も
あ
る
に
せ
よ
、
法
人

概
念
に
頼
ら
ず
に
社
員
の
個
人
財
産
と
会
社
財
産
を
分
別
す
る
べ
く
、
現
在
の
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
人
的
会
社
あ
る
い
は
有
限
会
社

と
類
似
す
る
文
言
を
用
い
て
い
る
。
す
な
わ
ち
ロ
ェ
ス
レ
ル
草
案
七
一
条
一
項
「
各
商
社
ハ
特
別
ノ
財
産
ヲ
有
シ
又
独
立
シ
テ
権
利

義
務
ヲ
有
ス
ル
モ
ノ
ト
ス
殊
ニ
社
名
ヲ
以
テ
金
銭
ヲ
貸
借
シ
動
産
不
動
産
ヲ
所
得
シ
又
訴
訟
ニ
付
テ
ハ
原
告
又
ハ
被
告
ト
ナ
ル
ヲ

（花）

得
ヘ
シ
」
と
定
め
、
そ
の
注
釈
に
お
い
て
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。

「
本
条
に
お
い
て
商
事
会
社
の
法
的
性
質
の
一
般
的
な
特
色
の
性
格
づ
け
が
な
さ
れ
る
。
商
事
会
社
は
確
か
に
完
全
な
意
味
で
の

27 
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法
人
で
は
な
い
（
宮
山
口
三
z
E
E肢
の

F
3
3
2
8
2
5
g
Fロ
ω
E
5色
2
4司。
2
2）
。
だ
が
商
事
会
社
は
、
こ
と
に
外
部
の
第
三
者

に
対
す
る
関
係
で
、
商
経
営
の
需
要
が
そ
れ
を
必
要
と
す
る
か
ぎ
り
｜
｜
普
通
の
民
法
上
の
概
念
と
は
常
に
一
致
す
る
わ
け
で
は
な

い
商
法
上
の
概
念
の
柔
軟
な
性
質
に
応
じ
て
｜
｜
法
的
に
は
し
ば
し
ば
法
人
の
よ
う
に
扱
わ
れ
て
い
る
。
商
事
会
社
は
そ
れ
ゆ
え
に

特
別
な
存
在
で
あ
る
。
商
事
会
社
は
特
別
な
会
社
財
産
お
よ
び
独
立
の
権
利
義
務
を
有
す
る
。
商
事
会
社
は
、
自
ら
の
特
別
な
所
有

物
を
取
得
し
、
自
ら
の
契
約
そ
の
他
の
法
的
行
為
は
、
各
構
成
員
や
そ
の
財
産
に
で
は
な
く
、
直
接
会
社
自
体
に
効
果
を
有
す
る
の

で
あ
る
。
こ
れ
ら
が
構
成
員
の
個
人
的
財
産
に
い
か
な
る
効
果
を
有
す
る
か
は
、
会
社
契
約
〔
定
款
〕
の
規
定
に
よ
る
構
成
員
の
議

論
に
任
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
商
事
会
社
は
自
ら
の
名
義
で
独
立
し
て
訴
え
を
提
起
し
う
る
。
こ
れ
ら
す
べ
て
は
現
代
の
法
律
学
に

お
い
て
一
般
的
に
認
め
ら
れ
て
お
り
、
し
た
が
っ
て
こ
れ
以
上
の
釈
明
を
要
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
。

こ
う
し
て
ロ
ェ
ス
レ
ル
は
会
社
契
約
に
よ
る
結
合
と
、
団
体
構
成
員
の
人
格
を
集
団
的
に
利
用
す
る
こ
と
に
よ
る
対
外
的
な
権
利

義
務
の
帰
属
を
ド
イ
ツ
に
お
い
て
紛
糾
の
的
と
な
っ
て
い
た
社
団
あ
る
い
は
法
人
理
論
に
よ
ら
ず
に
導
き
出
し
た
の
で
あ
っ
た
。

し
か
し
さ
き
の
松
田
の
指
摘
に
あ
る
よ
う
に
、
当
時
の
日
本
人
法
律
家
は
フ
ラ
ン
ス
法
を
学
ん
だ
者
が
多
く
、
ま
た
、
会
社
を
あ

え
て
法
人
と
構
成
し
な
い
こ
と
の
中
途
半
端
さ
を
嫌
っ
て
、
旧
商
法
典
の
解
釈
者
は
｜
｜
ロ
ェ
ス
レ
ル
の
通
訳
・
本
尾
敬
三
郎
も
ふ

（泊）

く
め
て
｜
｜
例
外
な
く
右
の
規
定
を
法
人
性
を
定
め
た
も
の
と
理
解
し
、
こ
れ
が
新
商
法
へ
と
繋
が
っ
て
い
く
の
で
あ
っ
た
。
だ
が

新
法
典
に
よ
る
よ
り
大
き
な
変
更
は
会
社
の
実
体
に
対
し
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
る
。
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（
関
）
竹
内
昭
夫
「
企
業
形
態
と
法
」
同
『
会
社
法
の
理
論
I

総
論
・
株
式
』
（
有
斐
閣
、

現
代
法
九
巻
現
代
企
業
と
法
」
岩
波
書
店
、
一
九
六
六
年
）
。

（
貯
）
周
知
の
よ
う
に
い
わ
ゆ
る
ボ
ワ
ソ
ナ
l
ド
草
案
財
産
取
得
編
に
は
い
く
つ
か
の
エ
デ
ィ
シ
ヨ
ン
が
存
在
し
、
と
く
に
最
終
版
で
あ
る

「
新
版
」
（
の
・
回

a
g。
g向
日
夕
司

g
守
同
号
。
。
色

o
a
－－
3
Z円
可
岡
山
目
立

B
含
』
m号。ロ
m
R
g
B間
話
拘
ロ
士
苫
ロ

8
5
B。
ロ
宮
町
0
・ロ

OEO
－－o

一
九
八
四
年
）
二
四
頁
（
初
出
、
『
岩
波
講
座



~
 

edition, T.III, 
1891.

慰
夜
『
協
~

；＂＼ト－！！..
n足

場
噴
紅
葉
蝶
蛍

禅
譲
己
』
縄
梨
制
坦
蛍
’

1
~
~
＜
社
）

.,.),J
「
旦
出
誕
劇
団
抑
」

(Code civil de l’empire d
u
 Japon a

c
c
o
m
p
a
g
n
e
 d’u

n
 expose des motifs, T. III. 

Traduction officielle, Tokio, 1891 

（
思
索
・
国
持
制
鎚
甑
薬
剤
城
京
鋼

f!l~
『
〔
ミ
矧
g
<
4
~
揺
〕

rn-lf権
回
~
誕
輔
〈
樹

~!l-1オ
鎚
割
亜
細
線
川
端
。

j
l担
ヨ
＃
’

1
~
~
1
1
1
社
）

（~｝ι
’
E
x
p
o
s
e
 des motifs

）
己

主
総

'
V
'E;-民

錯
！
キ
，
~
ポ
エ
嬰
嫡
~
込
~
t
-
0
~

（
聴
盟
会

U
'
＿）
ν

「＜
4
似
揺
」
込

D
e
la societe

梅
醤

為
D
e
la societe particuliere

）’ 
リ

1Jt--1tim~
鎚
輔
（

E;-
「＜4

'
M
指
揮
自
恒
仰
」

t--1崎
t-0意

思
榊

！.，！~ま
f-0

IJ.,.),J.,.),J炉
t-0。

（
~
）
 

Art. 115. L
a
 societe est u

n
 contrat par lequel d

e
u
x
 o
u
 plusieurs personnes font o

u
 promettent chacune u

n
 

apport determine dans le 
but de tirer des ben紛

ces
destines a

 etre
ρ
artages entre elles, 

soit en faisant valoir les 

choses mises e
n
 c
o
m
m
u
n
,
 soit e

n
 accomplissant u

n
e
 entreprise o

u
 exerc;ant u

n
e
 profession. 

(ffi) 
E
x
p
o
s
e
 des motifs, p.222. 

(
g
)
 
「
~
誕
醤
制
！
握

盤
側
主
毒
蛇
！
握

世
誕
卑
lf!
長！握

掘
畢
！
握

＋
＜
栓
縄
掛

rig
（
罫
~11111

掛
・
川
町

1
1
 rn
）
」
（
単
騎
鑑
佃
鰭
蜘
鰹
思
議

〈
困
判
困
司
自
国
伸
壊
願
書
芸
道
K察
側

1藍
睡
「
忠
帳
旧
記
：

i9料
輸

J）
）
『
：
長
~
；＂＼ト－.＇.：！..~却さ宅産鑑葉蝶4盛

岡
意
思
蜜
固
ー
恒

星
主
眼
＂
＂
＂
~
動
静
紅

葉
』
（
1100111

社）
1

 .，~~）眠。

（
~
）
 

Art. 116. L
e
s
 regles particulieres a

u
x
 societes commerciales sont exposees ou[au] C

o
d
e
 de c

o
m
m
e
r
c
e
.
 

（
~
）
 

E
x
p
o
s
e
 des motifs, p.223. 

（包）
Art. 120. L

e
s
 societes dont le capital est divise en actions sont soumises a

u
x
 r
色gles

d
u
 C
o
d
e
 de C

o
m
m
e
r
c
e
,
 

lors m
e
m
e
 q
u
e
 leur objet n'est pas commercial. 

（忍）
Art. 118. L

e
s
 societes civiles constituent des personnes morales, lorsque telle est la volonte des parties. 

D
a
n
s
 c
e
α
s
,
 elles doivent prendre u

n
 n
o
m
 soial et le 

contrat doit etre publie dans les formes prescrites par 

la 
loi 

pour la 
publication des societes commerciales; le 

seul fait d
’avoir d

o
n
n
e
 u
n
 n
o
m
 social a

 la societe o
u
 

d ’avoir publie 1’acte de societe fait p
r
e
s
u
m
e
r
 de la part des associes la volonte de lui donner u

n
e
 personnalite 

propre. 

(ill) 
Roesler, H

e
r
m
a
n
n
,
 E
n
t
w
u
r
f
 eines Handels-Gesetzbuches fi.ir 

Japan mit C
o
m
m
e
n
t
a
r
,
 3.Bde. 

1884 (Nach-

druck Shinsei-syuppan), 1996. 
（
当
ト
t--1ti

卦
!l

E
n
t
w
u
r
f
 .,.),J蜜

←
）
。
ロ
吋

rく
ム
弐

E;-4~~
灘
!
l
0
エ
ド
当
様
鴨
世
「
ロ

H
Tく

田川早
P

品中国噌

4
仲畑叩
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ラ
l
の
会
社
法
」
商
学
論
究
（
関
西
学
院
大
学
）
二
七
巻
一

H
二
H
コ
了
四
号
四
五
九
頁
以
下
（
一
九
八
O
年
）
、
大
野
直
治
「
旧
商
法

に
お
け
る
合
資
会
社
に
つ
い
て
」
社
会
科
学
論
集
（
埼
玉
大
学
経
済
研
究
室
）
五
八
号
七
九
頁
以
下
（
一
九
八
六
年
）
、
伊
藤
紀
彦
「
近

代
的
会
社
法
の
出
発
」
浜
田
道
代
編
『
日
本
会
社
立
法
の
歴
史
的
展
開
』
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
九
九
年
）
四
六
頁
以
下
、
島
田
志

帆
「
合
同
会
社
制
度
の
創
設
と
持
分
会
社
規
制
」
山
本
震
三
郎
編
『
新
会
社
法
の
基
本
問
題
』
（
慶
慮
義
塾
大
学
出
版
会
、
二

O
O
六
年
）

三
四
一
頁
以
下
。

（
ω）
梅
謙
次
郎
「
商
法
修
正
要
領
』
（
和
仏
法
律
学
校
、
明
治
三
二
〔
一
八
九
九
〕
年
度
講
義
録
）
七
八
頁
。

（mw
）
何
回
件
当
ロ
吋
戸
田
色
－
Y
ω
・5
N・
村
上
・
前
掲
注
（
お
）
「
会
社
の
法
人
格
」
四
頁
参
照
。
ま
た
、
松
井
秀
征
『
株
主
総
会
制
度
の
基
礎

理
論
』
（
有
斐
閣
、
二

O
一
O
年
）
三
二
八
頁
。

（∞∞）

KF2・
a斗・開
E
o
国
mwロ品。－
ω
m
g
oロ
ωの
Fm岸
田
自
ロ
ロ
ロ
ロ
吋
同
位
同
品
。
ロ

m
o
s
aロ
ωの
Fmw同己仙の
FOロ
回
2
E
o
v
aロ
g
国
自
己
ozmmW42『
σ
g

。円立の
F
Z件当。円品。ロ・

（
ω）
問
。
g
z
p
g
o
問。。宮－
wvozmw丹ロ円品。
ω
〈
2Bcmmwロ
ω
品
。
円
出
mwD色色
ω
m
g
oロ
ω《山田
Mmw同
窓
口
ロ
mwの『円。
B
－R
F
O
B
悶

R
E
o－
gωω
・

開己
ωロ
mmwpN出
回
A
F

（H
g
H）
・
海
老
原
明
夫
「
ロ
ェ
ス
レ
ル
」
ジ
ュ
リ
ス
ト
一
一
五
五
号
四
O
頁
（
一
九
九
九
年
）
。

（
均
）
村
上
・
前
掲
注
（
お
）
「
会
社
の
法
人
格
」
一
四
頁
。
た
だ
、

m
N
m
口
a
p
F同
は
の
g
巴
znFm沖
の
う
ち
「
永
続
的
な
公
益
目
的

と
結
び
つ
い
た
」
（
m
W
V
N
C
O
E
O自
営
再
色
州
wgoB色
g
向。
B
o
Eロ
皆
N仲間。ロ
N当
R
W
認可
σロロ角田
g
v
m
v
oロ
）
も
の
の
み
に
特
権
と
し
て

の
社
団
権
（
問
。
弓
。
s
z。口問。
S
Z）
を
与
え
る
態
度
を
と
り
、
商
事
会
社
も
そ
の
例
外
で
は
な
か
っ
た
、
と
い
わ
れ
る
。
庄
子
良
男

訳
「
ヘ
ル
マ
ン
・
シ
ュ

l
マ
ッ
ハ

l
著
普
通
ド
イ
ツ
商
法
典
に
至
る
ま
で
の
ド
イ
ツ
法
に
お
け
る
株
式
会
社
の
内
部
組
織
の
発
展
｜
｜
株

式
会
社
の
経
営
管
理
の
問
題
に
つ
い
て
の
寄
与

f
｜
一
九
三
七
年
」
駿
河
台
法
学
二
一
一
巻
一
号
七
三
頁
（
二
O
O
八
年
）
。
∞
の
VCBmnV－

2
－
図
。
耳
目
ωロ
P
ロ
ぽ
開
ロ
冨
『
片
W
Zロ
拘
品
。
ユ
ロ
ロ
2
0ロ。吋拘州
W
E
s
t。口弘
2
・

p
w
z
o口問。
ω色
町
。
伊
良
三
宮
内
田
mwcghvoロ
同
R
E
v－ω
N
g
g

krzmo目
立
ロ
oロ
ロ
。
巳
ωの
四
百
ロ
国
ωロ色色
ω
m
g
Z
N
V
g。
F
H∞
ωJア

ω－J可
・
そ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ロ
ェ
ス
レ
ル
は
古
い
ド
イ
ツ
法
の
発
想

を
ひ
き
ず
っ
て
い
た
と
は
い
え
、
そ
れ
自
体
は
特
異
な
考
え
方
で
は
な
か
っ
た
と
評
し
う
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
新
山
雄
三
「
一
九
世

紀
プ
ロ
イ
セ
ン
に
お
け
る
株
式
会
社
の
法
的
地
位
に
つ
い
て
の
一
試
論
」
岡
山
大
学
法
学
会
雑
誌
二

O
巻
二
号
一
二
頁
（
一
九
七
O
年）

（
同
『
ド
イ
ツ
監
査
役
会
制
度
の
生
成
と
意
義
』
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
九
九
年
）
所
収
）
お
よ
び
伊
藤
雄
司
「
会
社
財
産
に
生
じ
た

損
害
と
株
主
の
損
害
賠
償
請
求
権
（
三
）
」
法
学
協
会
雑
誌
一
一
一
四
巻
一
号
一
二
三
頁
注
（
5
）
（
二
O
O
六
年
）
も
参
照
。
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（
冗
）
開
ロ
件
当
日
・
F
m
・ω
c
a
N
C
〉ユ・

5
H・

（
η
）
〉
ユ
・
ロ
－

r母
国
g
内問。
z
m
O
8
E♀
急

g
c
s
g
s札

wsss島
町

S
S
R叫
定
安
＆
ミ
常
』
宮
内
暑
な
ミ
ミ
h
u冶一

bHS
二
52

σ
g。ロ仏
2
0
w
mロ
ロ
包
⑦

m
w
E
F
F
Bロ
Z
m
B
Oロ
司
。
a
o円
ロ
出
向
。
ロ
ロ
ロ
角
田
∞
の
『
己
品
。
ロ

aDmovopVAwd『
om－－。
Fom
ロロ内田区ロ
FO調。
m－w
v
g

巴
moEHHロ
B
2
4
3円
Z
P
ロロ
ιd可。同
AMOユ
の
宮

E
m
m
oロ
ロ
ロ
《
同
志
円
Eω
程
調
。
円
品
。
ロ
・

明
治
二
三
年
旧
商
法
七
三
条
「
会
社
ハ
特
立
ノ
財
産
ヲ
所
有
シ
又
独
立
シ
テ
権
利
ヲ
得
義
務
ヲ
負
フ
殊
ニ
其
名
ヲ
以
テ
債
権
ヲ
得
債

務
ヲ
負
ヒ
動
産
、
不
動
産
ヲ
取
得
シ
又
訴
訟
ニ
付
キ
原
告
又
被
告
ト
為
ル
コ
ト
ヲ
得
」

明
治
二
六
年
商
法
七
三
条
「
会
社
ハ
特
立
ノ
財
産
ヲ
所
有
シ
又
独
立
シ
テ
権
利
ヲ
得
義
務
ヲ
負
フ
又
訴
訟
ニ
付
キ
原
告
又
ハ
被
告
ト

為
ル
コ
ト
ヲ
得
」

（
ね
）
「
本
条
の
規
定
は
商
事
会
社
の
性
質
を
定
め
た
る
も
の
に
し
て
会
社
は
一
の
法
人
た
る
こ
と
を
認
め
た
る
も
の
な
り
。
」
本
尾
敬
三
郎

講
述
『
商
法
講
義
』
（
一
八
九
O

〔
明
治
二
三
〕
年
に
行
わ
れ
た
旧
商
法
典
の
講
義
筆
記
）
（
九
州
大
学
所
蔵
）
二
二
頁
。
本
尾
の
右
の
記

述
は
、
ロ
ェ
ス
レ
ル
が
会
社
に
法
人
性
を
み
と
め
る
か
否
か
の
点
で
こ
れ
を
否
定
す
る
自
説
か
ら
譲
歩
し
た
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
。

四

「
社
団
」
と
「
組
合
」

の
分
化
｜
｜
新
民
法
典
・
新
商
法
典

会社、組合、社団

「
会
社
」
か
ら
「
組
合
」
ヘ
｜
｜
新
民
法
典

旧
商
法
典
に
は
、
第
六
編
「
商
事
会
社
及
ヒ
共
算
商
業
組
合
」
と
し
て
、
商
事
会
社
に
続
け
て
商
事
会
社
と
は
異
な
る
も
の
と
さ

れ
た
「
共
算
商
業
組
合
」
（
二
二
五
条
）
す
な
わ
ち
「
当
座
組
合
」
（
二
二
六
条
）
、
「
共
分
組
合
」
（
二
六
七
条
）
、
お
よ
び
「
匿
名
組

（叫）

合
」
（
二
六
八

l
二
七
三
条
）
の
三
つ
の
類
型
の
契
約
を
定
め
た
。
旧
商
法
典
上
の
「
組
合
」
と
い
え
ば
こ
れ
ら
を
指
す
。

他
方
で
、
民
法
上
の
組
合
は
、
旧
民
法
典
以
来
、
衆
議
院
の
修
正
を
受
け
る
ま
で
は
常
に
「
会
社
」
と
称
さ
れ
て
き
た
。
ド
イ
ツ

の
の
g
巴
宮
の

Fmwp、
フ
ラ
ン
ス
の

g
丘
公
か
は
本
稿
で
は
「
会
社
」
と
称
ん
で
き
た
が
、
最
も
広
い
意
味
で
は
団
体
あ
る
い
は
人
的

結
合
と
い
う
意
義
を
有
し
、
日
本
の
旧
民
法
典
・
旧
商
法
典
も
こ
れ
と
同
じ
「
会
社
」
シ
ス
テ
ム
を
予
定
し
て
い
た
こ
と
は
す
で
に
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見
た
と
お
り
で
あ
る
。
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こ
れ
に
対
し
て
日
本
で
は
、
「
会
社
」
と
い
う
語
は
今
日
で
は
商
法
上
の
会
社
の
み
を
指
す
ま
で
に
縮
小
・
限
定
し
て
い
る
。
そ

れ
は
旧
民
法
典
上
の
「
会
社
」
を
変
更
し
て
民
法
で
「
組
合
」
と
い
う
こ
と
ば
が
生
み
出
さ
れ
て
き
た
た
め
で
あ
る
。
今
日
で
は

「
社
団
と
組
合
」
と
い
う
形
で
、
組
織
原
理
を
対
立
的
に
捉
え
る
の
が
ご
く
一
般
的
で
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
対
比
が
成
り
立
つ
の

一
方
で
は
ド
イ
ツ
社
団
理
論
が
継
受
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
が
、
も
う
一
方
で
は
こ
の
よ
う
な
旧
民
法
典
の
修
正
が
あ
っ
た
か
ら

はと
い
え
る
。

と
こ
ろ
が
、
こ
の
民
法
上
の
組
合
と
い
う
鍵
概
念
の
誕
生
の
経
緯
は
じ
つ
に
奇
妙
な
も
の
で
あ
っ
た
。
明
治
二
九
年
三
月
一
二
一
日

（河）

の
衆
議
院
の
民
法
中
修
正
案
委
員
会
速
記
録
に
よ
れ
ば
、
そ
れ
は
つ
ぎ
の
よ
う
な
や
り
取
り
で
あ
る
（
傍
点
は
引
用
者
）
。

O
（
中
島
又
五
郎
君
）
十
二
節
ノ
会
社
ト
云
フ
コ
ト
ニ
付
テ
御
尋
致
シ
マ
ス
ガ
、
此
会
社
ハ
一
般
会
社
ト
違
ッ
テ
、
唯
私
ニ
設
ケ
タ
組
合

体
ノ
モ
ノ
ヲ
指
ス
御
考
デ
ア
リ
マ
ス
カ

O
政
府
委
員
（
富
井
政
章
君
）
左
様
デ
ゴ
ザ
イ
マ
ス
、
法
人
デ
ナ
イ
契
約
ヲ
見
タ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス

O
（
中
島
又
五
郎
君
）
此
会
社
ト
云
フ
言
葉
ガ
甚
ダ
当
ラ
ズ
シ
テ
面
白
ク
ナ
イ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
組
合
ト
デ
モ
シ
タ
ラ
ド
ウ
云
フ
モ
ノ
デ
ア

リ
マ
セ
ウ

。
政
府
委
員
（
梅
謙
次
郎
君
）
是
ハ
文
字
ノ
コ
ト
デ
ア
リ
マ
ス
ル
ケ
レ
ド
モ
、
商
法
デ
モ
商
事
組
合
ト
シ
マ
ス
ノ
デ
ス
カ
、
民
法
ニ
於
テ

会
社
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ス
レ
パ
、
商
事
ニ
関
ス
ル
ト
関
セ
ザ
ル
ト
ガ
違
ッ
テ
、
他
ノ
性
質
ハ
同
ジ
モ
ノ
デ
ス
、
ソ
レ
ヲ
商
法
ノ
方
デ
、
今
ノ
通

リ
商
事
会
秘
ト
唱
ヘ
テ
、
民
法
ニ
限
ツ
テ
粧
令
ト
云
フ
コ
ト
ニ
ナ
リ
マ
ス
ト
余
程
変
ナ
コ
ト
ニ
ナ
ラ
ウ
ト
思
ヒ
マ
ス
、
転
俳
ハ
向
ジ
モ
ノ
デ

ア
ル
ケ
レ
ド
モ
、
商
事
ニ
関
ス
ル
ヨ
リ
之
ヲ
商
事
会
社
ト
言
ツ
テ
、
商
事
組
合
ト
言
ハ
ズ
、
民
法
ニ
於
テ
ハ
組
合
ト
云
フ
コ
ト
ガ
ア
ッ
テ
、

商
事
会
社
モ
、
商
業
組
合
モ
、
同
ジ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
デ
ア
ル
ト
云
フ
ノ
デ
宜
シ
イ
ト
云
フ
御
考
デ
ス
カ

O
（
中
島
又
五
郎
君
）
商
法
ノ
方
モ
商
事
組
合
ト
直
ッ
テ
来
マ
ス



会社、組合、社団

中
島
の
提
案
の
趣
旨
は
、
政
府
原
案
の
民
法
の
「
会
社
」
が
「
一
般
の
会
社
」
す
な
わ
ち
明
治
二
六
年
旧
商
法
一
部
施
行
に
よ
っ

て
設
立
を
認
め
ら
れ
た
「
会
社
」
と
違
っ
て
「
唯
私
ニ
設
ケ
タ
組
合
体
ノ
モ
ノ
」
で
あ
る
か
ら
「
組
合
」
と
称
び
方
を
変
え
る
べ
き

で
は
な
い
か
、
と
い
う
も
の
で
あ
る
。
当
時
の
株
式
会
社
は
主
務
省
の
「
発
起
ノ
認
可
」
（
一
五
九
条
）
と
「
設
立
ノ
免
許
」
（
一
六

六
条
）
と
を
要
し
た
か
ら
、
そ
の
よ
う
な
官
庁
の
認
可
・
免
許
を
要
さ
な
い
と
い
う
意
味
で
の
私
設
の
組
合
体
を
と
く
に
「
組
合
」

と
称
、
び
分
け
よ
、
と
い
う
素
朴
な
観
点
に
も
と
づ
く
、
い
っ
て
み
れ
ば
私
法
的
な
性
質
論
に
は
関
わ
ら
な
い
提
案
に
す
ぎ
な
か
っ
た

も
の
と
見
ら
れ
る
。
し
か
し
富
井
は
、
こ
れ
に
対
し
民
法
上
の
「
会
社
」
は
商
法
上
の
会
社
で
は
な
い
、
す
な
わ
ち
法
人
で
な
い
契

約
の
称
び
名
で
あ
る
、
と
い
う
法
人
格
の
有
無
が
決
め
手
で
あ
る
と
応
答
し
て
い
る
。

こ
の
や
り
取
り
を
聞
い
て
梅
が
お
そ
ら
く
慌
て
た
で
あ
ろ
う
理
由
は
両
者
の
応
答
の
す
れ
違
い
に
あ
る
。
と
い
う
の
も
、
梅
は
商

行
為
を
業
と
し
て
行
う
ω
。
己
舎
か
を
商
法
上
の
会
社
、
そ
れ
以
外
の
事
業
を
共
同
し
て
行
う

g
a舎
か
を
民
法
上
の
会
社
と
理
解
す

る
フ
ラ
ン
ス
法
的
な
考
え
を
採
っ
て
い
る
に
も
拘
ら
ず
、
も
し
中
島
の
「
民
法
上
の
会
社
契
約
は
、
公
の
存
在
で
あ
る
会
社
と
紛
ら

わ
し
い
」
と
い
う
素
人
的
な
発
想
と
、
富
井
の
応
答
に
あ
る
「
会
社
に
は
法
人
で
あ
る
会
社
と
契
約
で
あ
る
会
社
の
区
別
が
あ
る
」

（苅）

と
い
う
法
律
論
が
混
線
し
て
し
ま
う
と
、
梅
に
と
っ
て
本
質
的
に
一
体
で
あ
る
は
ず
の

g丘
公
か
が
日
本
法
の
文
言
上
「
法
人
で
あ

る
会
社
」
（
商
法
）
と
「
契
約
で
あ
る
組
合
」
（
民
法
）
と
に
分
離
し
て
し
ま
い
「
余
程
変
ナ
コ
ト
」
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。

中
島
の
提
案
は
梅
か
ら
見
れ
ば
し
ょ
せ
ん
「
文
字
ノ
コ
ト
」
だ
っ
た
と
は
い
え
、
将
来
の
解
釈
論
に
影
響
す
る
可
能
性
が
あ
る
以

上
、
梅
に
は
捨
て
て
置
け
な
い
問
題
で
あ
り
、
民
法
で
会
社
を
「
組
合
」
と
改
め
る
な
ら
ば
、
商
法
で
も
同
様
に
「
組
合
」
と
改
め

る
つ
も
り
か
、
と
彼
が
切
り
返
し
た
の
は
当
然
で
あ
っ
た
。

だ
が
中
島
に
は
梅
の
意
図
は
通
じ
て
い
な
い
。
そ
も
そ
も
商
法
の
会
社
と
民
法
の
会
社
を
区
別
せ
よ
と
言
っ
た
中
島
本
人
が
「
商

法
ノ
方
モ
商
事
組
合
ト
直
ッ
テ
来
マ
ス
」
と
頓
珍
漢
な
こ
と
を
言
い
出
す
始
末
で
あ
っ
た
か
ら
で
あ
る

D

が
、
委
員
長
の
星
亨
が

「
第
十
二
節
中
ニ
会
社
ト
ア
リ
、
又
社
員
ト
ア
ル
ハ
、
詰
リ
此
会
社
ハ
組
合
ト
シ
、
社
員
ト
ア
ル
ヲ
組
合
員
ト
ス
ル
、
斯
ウ
云
フ
修
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正
ノ
動
議
ガ
成
立
ッ
テ
居
リ
マ
ス
、
是
ニ
賛
成
ノ
御
方
ハ
手
ヲ
挙
ゲ
テ
下
サ
イ
」
と
採
決
し
た
結
果
、
挙
手
者
多
数
で
修
正
動
議
が

（

π）
 

可
決
さ
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
当
時
の
政
府
の
主
導
に
よ
る
日
本
社
会
へ
の
会
社
の
定
着
ぷ
り
と
、
反
面
で
近
代
的
な
共
同
企
業
の

（河）

伝
統
を
も
た
な
か
っ
た
日
本
社
会
の
特
質
か
ら
す
れ
ば
、
こ
の
よ
う
な
こ
と
ば
の
行
き
違
い
も
致
し
方
な
か
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。

34 

し
か
し
こ
れ
に
対
す
る
梅
の
憤
惑
は
『
民
法
講
義
巻
之
三

（乃）

文
の
ま
ま
）
。
ま
ず
「
組
合
又
ハ
会
社
（
ω
宮
町

gタ
g
a
E少
の

g巴－
R
宮
内
同
）
ノ
意
義
」
に
つ
い
て
、
旧
民
法
典
の
よ
う
に
組
合
員
が

「
各
自
ニ
利
益
ヲ
収
ム
ル
目
的
」
（
財
取
編
二
五
条
）
を
有
す
る
場
合
に
か
ぎ
ら
ず
、
広
く
組
合
員
が
共
同
の
事
業
を
営
む
こ
と
を

目
的
と
す
る
も
の
を
い
う
と
し
た
う
え
で
、
梅
は
い
う
。
「
家
ニ
規
定
セ
ル
モ
ノ
ハ
従
来
多
ク
之
ヲ
会
社
ト
云
ヘ
リ
。
故
ニ
初
メ
政

府
案
ニ
ハ
之
ヲ
会
社
ト
称
セ
シ
モ
衆
議
院
ニ
於
テ
之
ヲ
組
合
ト
改
メ
タ
リ
。
余
ハ
殆
ト
其
何
ノ
故
タ
ル
ヲ
知
ル
コ
ト
能
ハ
ス
ト
難
モ
、

蓋
シ
会
社
ハ
商
事
会
社
ノ
如
ク
法
人
タ
ル
モ
ノ
ヲ
意
味
ス
ル
ノ
嫌
ア
リ
ト
云
フ
ニ
過
キ
サ
ル
カ
知
シ
。
然
リ
ト
難
モ
従
来
ノ
会
社
ノ

債
権
篇
』
に
如
実
に
現
れ
て
い
る
（
傍
点
は
引
用
者
、
但
し
傍
丸
は
原

悉
ク
法
人
タ
リ
シ
ニ
非
サ
ル
コ
ト
ハ
人
ノ
皆
知
ル
所
ナ
リ
。
又
組
合
中
ニ
ハ
水
利
組
合
ノ
如
ク
法
人
ヲ
組
成
ス
ル
モ
ノ
ナ
キ
ニ
非
ス

（
多
少
議
論
ア
ル
モ
）
。
故
ニ
寧
ロ
組
合
ナ
ル
文
字
カ
会
社
ナ
ル
文
字
ヨ
リ
モ
立
法
者
ノ
噌
好
ニ
適
シ
タ
ル
ニ
因
レ
リ
ト
謂
フ
ヘ
キ
カ
」

と
衆
議
院
の
「
組
合
」
へ
の
修
正
は
単
な
る
気
ま
ぐ
れ
な
立
法
者
の
好
み
に
す
ぎ
な
い
と
し
、
そ
の
理
論
面
へ
の
影
響
を
否
定
す
る

梅
の
強
い
意
思
は
つ
ぎ
の
一
節
に
も
宣
言
さ
れ
て
い
る
。
い
わ
く
、
「
組
合
ハ
往
々
ニ
シ
テ
之
ヲ
法
人
ト
ス
ル
コ
ト
ア
リ
。
而
シ
テ

其
目
的
公
益
ニ
在
ル
ト
キ
ハ
民
法
三
十
四
条
ニ
従
フ
ヘ
ク
、
営
利
ヲ
目
的
ト
ス
ル
ト
キ
ハ
同
第
三
十
五
条
ニ
従
ヒ
商
事
会
社
ニ
関
ス

（剖）

ル
規
定
ニ
依
ル
ヘ
シ
（
此
場
合
ニ
於
テ
ハ
立
法
者
ハ
之
ヲ
会
社
ト
称
セ
ン
ト
欲
ス
ル
ナ
ル
ヘ
シ
）
」
。
ド
イ
ツ
の
社
団
理
論
を
受
け
容
れ
ず
、

（出）

民
法
の
社
団
と
商
法
の
会
社
の
基
底
に
民
法
の
組
合
理
論
を
置
く
梅
の
考
え
が
こ
こ
に
明
ら
か
で
あ
る
。

2 

「
モ
ノ
」
か
ら
「
社
団
」

ヘ
ー
ー
新
商
法
典



さ
ら
に
新
商
法
典
に
「
社
団
」
が
登
場
し
た
契
機
に
目
を
移
す
と
、
そ
れ
は
立
法
プ
ロ
セ
ス
の
最
終
段
階
に
お
い
て
で
あ
る
。
志

田
錦
太
郎
に
よ
れ
ば
、
「
第
十
一
回
帝
国
議
会
ニ
提
出
セ
ラ
レ
タ
ル
新
商
法
草
案
ニ
依
レ
ハ
「
会
社
ハ
商
行
為
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
ス
ル

目
的
ヲ
以
テ
ノ
ミ
設
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
』
ル
モ
ノ
ト
為
シ
（
同
草
案
第
四
十
条
）
、
第
十
二
回
帝
国
議
会
ニ
提
出
セ
ラ
レ
タ
ル
新
商
法

（位）

草
案
ニ
依
レ
ハ
『
会
社
ト
ハ
商
行
為
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
設
立
シ
タ
ル
モ
ノ
ア
調
フ
』
ト
為
シ
（
同
草
案
第
四
十
二
条
）
、

最
後
ニ
第
十
三
回
帝
国
議
会
ニ
提
出
セ
ラ
レ
タ
ル
新
商
法
草
案
ニ
依
レ
ハ
『
会
社
ト
ハ
商
行
為
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
設

（回）

立
シ
タ
ル
社
団
ヲ
謂
フ
』
モ
ノ
ト
為
シ
タ
リ
（
同
草
案
第
四
十
二
条
）
」
（
二
重
括
弧
お
よ
び
傍
点
は
引
用
者
）
と
い
う
が
、
な
ぜ
商
法

旧
五
二
条
一
項
の
文
言
が
右
の
立
法
プ
ロ
セ
ス
の
最
終
段
階
で
「
モ
ノ
」
か
ら
突
如
「
社
団
」
と
い
う
語
に
変
更
さ
れ
た
か
に
は
言

（

剖

）

（

邸

）

（

邸

）

及
し
て
い
な
い
。
そ
の
経
緯
を
記
し
た
記
録
で
現
在
知
ら
れ
て
い
る
の
は
商
法
整
理
会
の
議
事
録
の
う
ち
つ
ぎ
の
部
分
の
み
で
あ
る
。

「
商
法
整
理
会
第
六
回
議
事
要
録
商
法
整
理
案

第
四
十
二
条
「
モ
ノ
」
ヲ
「
社
団
」
ト
改
ム

梅
君
ノ
説
明
ニ
日
ク
此
修
正
ハ
単
ニ
文
字
ニ
止
リ
意
味
ニ
於
テ
ハ
更
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ

右
ハ
修
正
原
案
ニ
可
決
」

明
治
三
一
年
一
二
月
六
日
配
布

会社、組合、社団

こ
の
記
録
か
ら
汲
み
取
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
右
の
文
言
の
変
更
が
「
文
字
」
の
整
理
に
と
ど
ま
り
「
意
味
に
お
い
て
変
更
は
な

い
」
、
と
い
う
こ
と
だ
け
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
に
先
立
つ
経
緯
を
み
る
と
、
右
の
文
言
の
変
更
が
な
さ
れ
た
理
由
は
容
易
に
推
測

さ
れ
る
。
す
な
わ
ち
、
す
で
に
一
八
九
三
（
明
治
二
六
）
年
末
か
ら
翌
年
初
頭
の
法
典
調
査
会
・
民
法
主
査
会
の
審
議
で
「
財
団
」

に
対
す
る
「
社
団
」
と
い
う
こ
と
ば
が
創
造
さ
れ
て
審
議
の
関
係
者
に
よ
っ
て
異
論
な
く
用
い
ら
れ
て
お
り
、
民
法
典
で
は
「
営
利

ヲ
目
的
ト
ス
ル
社
団
ハ
商
事
会
社
設
立
ノ
条
件
ニ
従
ヒ
之
ヲ
法
人
ト
為
ス
コ
ト
ヲ
得
」
「
前
項
ノ
社
団
ニ
ハ
総
テ
商
事
会
社
ニ
関
ス

（町）

ル
規
則
ヲ
適
用
ス
」
と
の
規
定
を
す
で
に
確
定
ず
み
で
あ
っ
た
。
し
た
が
っ
て
実
質
的
に
は
商
法
上
の
会
社
も
ま
た
右
と
同
じ
意
味
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で
の
「
社
団
」
で
あ
る
、
と
い
う
共
通
の
理
解
が
で
き
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、
商
法
整
理
の
最
終
段
階
で
民
法
典
・
商
法
典
の
文
言

の
整
序
を
は
か
っ
た
に
す
ぎ
な
い
も
の
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。
で
は
、
そ
の
従
前
か
ら
の
「
社
団
」
の
意
味
は
何
か
。
民
法
上
の

36 

「
社
団
」
の
内
容
の
理
解
が
こ
こ
で
の
鍵
を
握
る
わ
け
で
あ
る
。

し
か
し
な
が
ら
こ
の
民
法
上
の
「
社
団
」
が
そ
も
そ
も
何
を
意
味
す
る
の
か
に
つ
い
て
は
、
疑
問
が
多
い
。
法
典
調
査
会
に
お
い

て
は
穂
積
陳
重
が
地
縁
団
体
を
例
に
と
っ
て
「
社
団
ハ
何
ト
カ
ノ
講
ト
カ
、
又
ハ
氏
子
ト
カ
云
フ
ヤ
ウ
ナ
モ
ノ
ガ
一
ノ
団
体
ヲ
為
シ

テ
一
ノ
や
し
ろ
ト
カ
或
ハ
氏
神
ヲ
持
ッ
テ
居
ル
モ
ノ
ガ
ア
リ
マ
ス
ガ
、
是
等
ノ
モ
ノ
ヲ
云
フ
ノ
デ
ア
リ
マ
ス
」
と
い
う
説
明
を
し
て

（
剖
）

い
る
が
、
も
と
も
と
「
会
社
」
と
い
う
日
本
語
が
江
戸
期
に
地
縁
団
体
を
モ
デ
ル
に
造
語
さ
れ
た
任
意
団
体
を
意
味
す
る
と
言
わ
れ

（
朗
）

て
い
る
こ
と
か
ら
す
る
と
、
右
の
穂
積
の
説
明
は
そ
の
「
会
社
」
の
原
義
と
の
区
別
す
ら
も
怪
し
ま
れ
る
ほ
ど
相
当
暖
昧
な
も
の
で

あ
っ
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
（
も
と
よ
り
審
議
の
当
時
は
、
明
治
二
六
年
の
会
社
法
が
一
部
施
行
さ
れ
た
段
階
で
あ
る
か
ら
、
商
法
上
の

「
会
社
」
と
の
区
別
が
不
分
明
と
い
う
意
味
で
は
な
い
）
。
し
か
し
な
が
ら
、
審
議
過
程
で
は
ド
イ
ツ
の
民
法
上
の
社
団
〈
O
B
Z
を
モ

（
卯
）

デ
ル
に
さ
れ
て
い
た
こ
と
は
間
違
い
な
い
こ
と
か
ら
す
る
と
、
ま
ず
新
民
法
典
の
総
則
で
ド
イ
ツ
の
民
法
上
の
社
団
〈
2
0宮
を
継

受
し
、
そ
れ
に
連
動
す
る
形
で
新
商
法
典
の
会
社
も
民
法
上
の
社
団
と
同
じ
性
質
を
も
っ
「
社
団
」
と
規
定
し
た
と
い
う
今
日
の
一

般
的
な
見
方
が
成
り
立
ち
ち
う
る
で
あ
ろ
う
。
そ
の
一
方
、
さ
き
に
み
た
よ
う
に
旧
民
法
典
・
旧
商
法
典
は
と
も
に
会
社
の
実
体
を

会
社
契
約
（

g
E
B件
号

8
丘
公
介
。

g
色
R
E出
2
0見
B
肉
）
と
捉
え
て
い
た
の
に
対
し
て
、
旧
民
法
典
上
の
「
会
社
」
は
、
新
民

法
上
の
典
型
契
約
の
ひ
と
つ
で
あ
る
「
組
合
契
約
」
と
い
う
形
で
残
っ
た
も
の
の
、
も
は
や
商
法
上
の
会
社
の
基
底
に
は
な
く
、
こ

れ
と
は
切
り
離
さ
れ
た
組
織
形
態
に
置
き
直
さ
れ
た
と
い
う
こ
と
に
な
る
（
「
社
団
」
対
「
組
合
」
）
。

し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
現
在
に
つ
づ
く
大
方
の
見
方
に
よ
れ
ば
、
ド
イ
ツ
法
で
は
、
資
本
会
社
の
基
本
組
織
と
捉
え
ら
れ
て

い
る
社
団
員
。
弓
0
3岳
民
同
）
が
、
日
本
で
は
資
本
会
社
の
み
な
ら
ず
、
人
的
会
社
に
も
全
面
的
に
適
用
さ
れ
、
人
的
会
社
を
社
団

的
組
織
（
広
号
。
号
。

E
E
w
z
。
『
窓
口
町
塁
。
ロ
）
化
す
る
と
い
う
、
い
わ
ば
ド
イ
ツ
法
的
構
成
の
極
端
な
形
で
の
ク
継
受
。
と
い
う



帰
結
を
も
た
ら
す
の
で
あ
る
。

こ
れ
に
対
し
て
、
も
う
ひ
と
つ
の
見
方
が
あ
り
う
る
。
と
い
う
の
は
、
「
モ
ノ
」
か
ら
「
社
団
」
へ
の
修
正
の
提
案
者
で
あ
る
梅

謙
次
郎
（
民
商
法
の
起
草
者
を
兼
任
）
は
、
法
典
制
定
後
も
民
法
上
の

8
丘
公
か
（
組
合
契
約
）
と
商
法
上
の

g
a舎
か
（
商
事
会
社

8
・

（則）

丘
公
b
g
g
B
2
a色
。
）
と
の
聞
に
は
本
質
的
な
違
い
が
な
い
も
の
と
す
る
フ
ラ
ン
ス
法
的
な
学
説
を
保
持
し
て
い
た
の
で
あ
っ
て
、

前
述
の
商
法
整
理
会
で
の
梅
の
説
明
の
中
で
「
此
修
正
ハ
単
ニ
文
字
ニ
止
リ
意
味
ニ
於
テ
ハ
吏
ニ
異
ナ
ル
コ
ト
ナ
シ
」
と
い
う
の
は
、

少
な
く
と
も
梅
の
主
観
に
お
い
て
は
会
社
が

g
a舎
か
で
あ
る
と
い
う
意
味
に
お
い
て
変
更
が
な
い
、
と
い
う
趣
旨
で
あ
っ
た
も
の

と
考
え
ら
れ
る
。
そ
し
て
こ
の
提
案
が
異
論
な
く
承
認
さ
れ
た
の
は
、
結
局
の
と
こ
ろ
、
組
合
を
原
型
と
し
て
会
社
を
理
解
す
る
フ

ラ
ン
ス
法
的
構
成
が
オ
l
ソ
ラ
イ
ズ
さ
れ
た
、
と
い
う
見
方
で
あ
る
。

た
だ
し
、
こ
の
よ
う
な
見
方
を
と
る
場
合
に
は
、
民
法
と
商
法
の
「
社
団
」
の
関
係
を
一
貫
し
て
説
明
で
き
る
の
か
、
と
い
う
困

（位）

難
な
問
題
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
な
る
で
あ
ろ
う
。
こ
の
点
、
も
し
、
梅
の
よ
う
に
、
民
法
上
の
「
社
団
」
を

8
8
a
a
zロ
と
捉
え
、

こ
れ
も
本
質
的
に

8
丘
公
か
と
通
底
す
る
共
同
事
業
契
約
で
あ
る
と
み
て
民
商
法
上
の
「
社
団
」
の
組
織
原
理
を
一
本
化
す
る
こ
と

が
で
き
れ
ば
そ
の
よ
う
な
困
難
は
生
じ
な
い
。

だ
が
右
の
梅
の
会
社
H
組
合
観
は
、
岡
野
、
松
本
ら
に
排
斥
さ
れ
、
少
数
説
と
し
て
す
ら
残
ら
な
か
っ
た
。
日
本
の
立
法
と
解
釈

論
は
、
ひ
た
す
ら
社
団
関
α弓

ozsm沖
の
拡
大
に
向
け
て
舵
を
切
っ
て
い
く
こ
と
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

会社、組合、社団

（
九
）
梅
謙
次
郎
は
こ
れ
ら
の
商
法
上
の
「
組
合
」
に
つ
い
て
い
う
。
「
組
合
ト
ハ
広
キ
意
味
ニ
テ
会
社
モ
亦
組
合
ナ
リ
。
止
タ
商
事
会
社

ハ
法
人
ト
ナ
リ
、
組
合
ハ
法
人
ト
ナ
ラ
ザ
ル
ノ
ミ
。
故
ニ
会
社
中
ニ
入
ル
ル
モ
不
可
ナ
ク
、
又
、
慣
習
ニ
モ
適
合
ス
ル
モ
ノ
ト
思
考
ス
ル

ナ
リ
」
「
商
法
会
議
第
二
回
明
治
二
八
年
九
月
三
O
日
」
『
法
典
調
査
会
商
法
会
議
筆
記
』
（
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
問
）
（
商
事
法

務
研
究
会
、
一
九
八
五
年
）
一
一
二
｜
一
四
頁
。
匿
名
組
合
も
フ
ラ
ン
ス
法
の

g
a舎
か
の
一
種
と
観
る
考
え
方
が
披
涯
さ
れ
た
も
の
で
あ
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ろ、っ。

（
九
）
「
第
九
回
帝
国
議
会
衆
議
院
民
法
中
修
正
案
委
員
会
速
記
録
明
治
二
九
年
三
月
二
二
日
」
一
四
九
頁
上
段
｜
一
五
一
頁
上
段

（
贋
中
俊
雄
編
「
第
九
回
帝
国
議
会
の
民
法
審
議
」
（
有
斐
閣
、
一
九
八
六
年
）
一
一
四
一
I
t
－
－
土
四
三
頁
）
。

（
苅
）
富
井
の
迷
い
は
「
第
一

O
八
回
法
典
調
査
会
議
事
速
記
録
（
明
治
二
八
年
九
月
二
日
）
」
『
法
典
調
査
会
民
法
議
事
速
記
録
四
」

（
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
4
）
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
四
年
）
八
二
三
頁
下
段
に
も
現
れ
て
い
る
。

（
け
）
浅
木
・
前
掲
注
（
幻
）
四
七
頁
。

（
沌
）
宮
本
又
郎
H
阿
部
武
司
ほ
か
編
『
日
本
経
営
史
〔
新
版
〕
』
（
有
斐
閣
、
二

O
O
七
年
）
一

O
二
頁
〔
阿
部
武
司
〕
。

（
乃
）
梅
謙
次
郎
『
民
法
講
義
巻
之
三
債
権
篇
』
（
有
斐
閣
、
一
九
一
一
一
〔
大
正
元
〕
年
、
復
刻
、
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
七
八
一
頁
。

な
お
、
問
書
で
は
、
組
合
の
各
条
の
参
照
条
文
は
、
ほ
ぼ
全
条
に
亘
っ
て
新
旧
商
法
典
が
引
用
さ
れ
て
お
り
（
例
外
は
六
七
二
条
と
六
八

四
条
の
み
）
、
梅
が
民
法
上
の
組
合
を
実
質
的
な
意
味
で
の
商
法
と
し
て
捉
え
て
い
た
か
が
判
る
。
法
典
調
査
会
で
の
審
議
過
程
に
つ
い

て
は
相
本
宏
「
民
法
上
の
組
合
に
つ
い
て
｜
｜
編
纂
過
程
を
中
心
に
」
佐
賀
大
学
経
済
論
集
九
巻
一

H
二
H
一
二
号
三
七
三
頁
以
下
（
一
九

七
七
年
）
。

（
初
）
「
組
合
又
ハ
会
社
ナ
ル
文
字
ハ
従
来
団
体
ヲ
意
味
セ
ル
コ
ト
多
シ
ト
雌
モ
本
節
ノ
標
題
〔
第
十
二
節
組
合
〕
ニ
於
其
団
体
ヲ
創
設

ス
ル
契
約
ノ
意
味
ヲ
以
テ
組
合
ナ
ル
文
字
ヲ
用
ヒ
タ
リ
。
但
条
文
中
ニ
於
テ
ハ
組
合
ハ
団
体
ヲ
意
味
シ
契
約
ハ
特
ニ
之
ヲ
組
合
契
約
ト
云

ヘ
リ
」
（
七
八
二
頁
）
と
い
い
、
契
約
的
結
合
が
団
体
性
を
も
つ
こ
と
を
認
め
る
が
、
し
か
し
そ
れ
は
問
符
宮
B
の
『

ω岱
の
理
論
に
よ
る

の
で
は
な
い
。

（
剖
）
相
本
宏
「
法
人
論
」
星
野
英
一
編
集
代
表
『
民
法
講
座
第
一
巻
民
法
総
則
』
（
有
斐
閣
、
一
九
八
四
年
）
一
一
二
六
｜
一
三
七
頁
。

（
幻
）
こ
の
案
の
趣
旨
に
つ
い
て
は
つ
ぎ
の
よ
う
に
説
明
さ
れ
て
い
る
。
「
本
条
ハ
現
行
商
法
第
六
十
六
条
ノ
規
定
〔
注
一
商
事
会
社
ハ
共

同
シ
テ
商
業
ヲ
営
ム
為
メ
ニ
ノ
ミ
之
ヲ
設
立
ス
ル
コ
ト
ヲ
得
〕
ヲ
修
正
シ
テ
以
テ
本
案
ニ
所
調
会
社
ノ
何
タ
ル
コ
ト
ヲ
明
カ
ニ
ス
。
抑
モ

本
案
ニ
所
謂
会
社
ハ
、
商
行
為
ヲ
業
ト
ス
ル
モ
ノ
ノ
ミ
ヲ
指
示
ス
ル
コ
ト
、
素
ヨ
リ
言
フ
ヲ
侠
タ
サ
ル
ト
コ
ロ
ナ
ル
カ
如
シ
ト
推
モ
、
其

他
ニ
商
行
為
ヲ
業
ト
セ
サ
ル
会
社
ア
リ
ト
セ
ハ
、
其
会
社
ト
本
案
ニ
所
謂
会
社
ト
ノ
関
係
知
何
ニ
付
テ
ハ
疑
ヲ
生
ス
ル
ノ
恐
ア
リ
。
是
レ

本
案
ハ
特
ニ
商
行
為
ヲ
業
ト
ス
ル
云
々
ト
日
ヒ
、
以
テ
一
方
ニ
於
テ
ハ
他
ノ
法
令
ニ
依
リ
商
行
為
ヲ
業
ト
セ
サ
ル
会
社
ヲ
設
立
シ
得
ヘ
キ

コ
ト
ヲ
示
シ
、
他
方
ニ
於
テ
ハ
其
会
社
ハ
本
案
ニ
規
定
セ
ル
会
社
中
ニ
包
含
ス
ル
モ
ノ
ニ
ア
ラ
サ
ル
コ
ト
ヲ
明
カ
ニ
シ
タ
ル
所
以
ナ
リ
」
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『
商
法
修
正
案
参
考
書
附
商
法
修
正
案
正
文
』
（
八
尾
書
店
、
一
八
九
八
〔
明
治
三
乙
年
）
四
三
頁
お
よ
び
末
尾
附
録
「
商
法
修
正

案
」
九
頁
。
「
法
典
調
査
会
商
法
修
正
案
参
考
書
』
（
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
幻
）
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
五
年
）
二
二
頁
も

同
文
。
右
の
趣
旨
説
明
も
結
局
の
と
こ
ろ
旧
商
法
典
の
「
商
事
会
社
」
か
ら
新
商
法
典
の
「
会
社
」
へ
の
移
行
が
「
会
社
契
約
」
か
ら

「
社
団
」
へ
の
本
質
的
な
転
換
を
伴
う
も
の
と
み
る
か
｜
｜
「
モ
ノ
」
と
は
何
か
｜
｜
の
手
が
か
り
と
し
て
は
弱
い
。

（
お
）
志
田
・
前
掲
注
（
お
）
二
六
頁

D

（
似
）
志
田
は
広
義
の
「
社
団
」
を
最
広
義
の
意
味
で
の
の

g巴
宮
各
ω洋
な
い
し
は

g
a舎
か
と
同
義
に
「
団
体
」
と
解
し
て
お
り
、
こ

の
点
を
と
く
に
自
覚
的
に
採
り
上
げ
る
理
由
が
な
か
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
例
え
ば
「
旧
民
法
及
ヒ
旧
商
法
ニ
依
レ
ハ
会
社
ハ
二
人

以
上
ヲ
以
テ
組
織
シ
タ
ル
社
団
」
で
あ
る
と
い
い
、
組
合
契
約
に
よ
る
結
合
体
を
「
社
団
」
と
称
ん
で
い
る
。
前
掲
注
（
お
）
を
参
照
。

（
お
）
星
野
英
一
「
い
わ
ゆ
る
「
権
利
能
力
な
き
社
団
」
に
つ
い
て
」
「
民
法
論
集
第
一
巻
」
（
有
斐
閣
、
一
九
七
O
年
、
初
出
、
法
学
協

会
雑
誌
八
四
巻
九
号
、
一
九
六
七
年
）
二
五
五
｜
二
五
六
頁
、
藤
田
祥
子
「
法
典
編
纂
期
に
お
け
る
会
社
の
概
念
」
奥
島
孝
康
教
授
還
暦

記
念
第
二
巻
『
近
代
企
業
法
の
形
成
と
展
開
』
（
成
文
堂
、
一
九
九
九
年
）
一
三
七
頁
口

（
鉛
）
「
法
典
調
査
会
商
法
整
理
会
議
事
要
録
』
（
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
初
）
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
五
年
）
四
一
頁
。

（
抑
制
）
議
事
の
記
録
は
「
明
治
二
六
年
一
一
月
二
八
日
民
法
主
査
会
第
十
五
回
議
事
速
記
録
」
同
「
十
六
回
議
事
速
記
」
『
法
典
調
査

会
民
法
主
査
会
議
事
速
記
録
』
（
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
日
）
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
八
年
）
四
O
三
｜
四
一
五
頁
、
「
明
治

二
七
年
二
一
月
一
八
日
第
一
団
法
典
調
査
委
員
整
理
会
議
事
速
記
録
」
『
法
典
調
査
会
民
法
整
理
会
議
事
速
記
録
』
（
日
本
近
代
立
法

資
料
叢
書
比
）
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
八
年
）
二
ニ
頁
。
議
案
は
「
明
治
二
六
年
一
一
月
二

O
日
甲
第
四
号
議
案
」
お
よ
び

「
明
治
二
七
年
一
月
二

O
日
（
総
）
甲
第
三
号
」
『
民
法
第
一
議
案
』
（
日
本
近
代
立
法
資
料
叢
書
臼
）
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
八

年
）
四
五
頁
、
六
人
頁
。

（
∞
∞
）
「
明
治
二
六
年
一
一
月
二
八
日
民
法
主
査
会
第
十
五
回
議
事
速
記
録
」
『
法
典
調
査
会
民
法
主
査
会
議
事
速
記
録
』
（
日
本
近

代
立
法
資
料
叢
書
日
）
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
八
年
）
四
O
一
頁
、
藤
田
祥
子
・
前
掲
注
（
お
）
一
三
四
頁
。

（
鈎
）
野
田
・
前
掲
注
（
お
）
六
九
五
頁
。
馬
場
宏
二
『
会
社
と
い
う
言
葉
」
（
大
東
文
化
大
学
経
営
研
究
所
叢
書
初
、
二

O
O
一
年
）
に

よ
れ
ば
、
江
戸
期
の
日
本
で
、
オ
ラ
ン
ダ
の
向
。
ロ
。
。
件

R
E
p
s
g
gの
F
Eぷ
託
（
フ
ラ
ン
ス
の

g
a吟
AY
ド
イ
ツ
の
の
2
0ロ
再
開
冨
田
に

相
当
す
る
）
の
訳
語
と
し
て
、
「
会
」
と
「
社
」
を
繋
げ
た
和
製
漢
語
で
あ
る
と
い
う
。
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（
卯
）
「
明
治
二
六
年
一
一
月
二
八
日
民
法
主
査
会
第
十
五
回
議
事
速
記
録
」
『
法
典
調
査
会
民
法
主
査
会
議
事
速
記
録
」
（
日
本
近

代
立
法
資
料
叢
書
日
）
（
商
事
法
務
研
究
会
、
一
九
八
八
年
）
四
O
二
｜
四
O
三
頁
。
ド
イ
ツ
民
法
第
二
草
案
二
三
条
が
実
際
に
梅
お
よ

び
穂
積
に
よ
っ
て
朗
読
ま
で
さ
れ
て
い
る
。
七
戸
克
彦
「
現
行
民
法
典
を
創
っ
た
人
々

3

起
草
委
員
｜
｜
穂
積
陳
重
・
富
井
政
章
・
梅

謙
次
郎
」
法
学
セ
ミ
ナ
ー
六
五
五
号
六
四
頁
（
二

O
O九
年
）
。

（
引
）
そ
の
も
っ
と
も
典
型
的
な
一
言
説
は
梅
謙
次
郎
「
株
式
ノ
性
質
並
ニ
会
社
存
立
中
ノ
株
式
ト
会
社
解
散
後
ノ
株
式
ト
ノ
差
異
」
法
学
志

林一

O
巻
二
号
四
八
頁
（
一
九
O
八
〔
明
治
四
二
年
）
。
梅
謙
次
郎
は
、
民
法
三
六
四
条
二
項
（
平
成
一
七
年
の
改
正
に
よ
り
民
法
か

ら
削
除
、
会
社
法
一
四
七
条
三
項
に
編
入
）
は
「
暗
ニ
株
式
ノ
債
権
タ
ル
コ
ト
ア
認
メ
テ
」
い
る
規
定
で
あ
る
と
し
て
、
民
商
法
を
通
じ

て
株
式
の
本
質
は
債
権
で
あ
る
と
捉
え
て
い
た
。
こ
の
点
は
、
社
員
権
説
を
と
る
岡
野
敬
次
郎
の
批
判
の
対
象
と
な
っ
た
。
岡
野
・
前
掲

注
（
お
）
「
会
社
法
」
五
八
頁
。
こ
の
点
、
奥
島
孝
康
ほ
か
編
『
新
基
本
法
コ
ン
メ
ン
タ
l
ル
会
社
法
I
」
（
別
冊
法
学
セ
ミ
ナ
ー
二
O

四
号
）
（
日
本
評
論
社
、
二

O
一
O
年
）
二
七
一
頁
〔
高
田
晴
仁
〕
を
参
照
。

（
幻
）
と
く
に
民
法
上
の
「
社
団
」
は
ド
イ
ツ
法
の
民
法
上
の
社
団
（
〈
2
0
E）
に
由
来
す
る
社
団
（
問
。
弓
0
2岳
民
仲
）
と
理
解
す
る
場

合
に
は
（
現
在
の
日
本
で
こ
の
理
解
を
否
定
す
る
学
説
は
皆
無
で
あ
ろ
う
）
、
会
社
す
な
わ
ち
組
合
は
「
社
団
」
と
い
っ
て
も
実
体
は
契

約
に
も
と
づ
く
団
体
で
あ
っ
て
、
民
法
上
の
社
団
と
は
異
質
で
あ
る
と
み
て
、
民
法
と
商
法
と
で
「
社
団
」
の
意
義
を
相
対
化
す
る
考
え

を
と
ら
ざ
る
を
え
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
も
、
民
法
上
の
組
合
は
、
後
者
の
意
味
で
の
「
社
団
」
に
ふ
く
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
つ
ま

り
こ
の
考
え
方
を
推
し
て
い
け
ば
、
広
い
意
味
で
の
「
社
団
」
が
、
狭
義
の
「
社
団
」
す
な
わ
ち
民
法
上
の
社
団
、
お
よ
び
、
こ
れ
と
は

異
な
り
組
合
を
本
質
と
す
る
「
社
団
」
、
す
な
わ
ち
会
社
お
よ
び
民
法
上
の
組
合
を
ふ
く
む
契
約
的
団
体
と
の
こ
つ
に
岐
れ
る
こ
と
に
な

る
の
で
あ
る
。
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五

「
モ
ノ
」

へ
の
回
帰
？
｜
｜
新
会
社
法

日
本
の
会
社
概
念
は
当
初
、
旧
民
法
典
・
旧
商
法
典
に
よ
っ
て
、
意
外
な
ほ
ど
フ
ラ
ン
ス
法
的
な

8
己
舎
か

H
会
社
契
約
に
よ
る

一
貫
し
た
立
法
が
構
想
さ
れ
て
い
た
。
し
か
し
、
新
民
法
典
の
編
纂
過
程
で
、
民
法
総
則
中
の
法
人
に
こ
れ
と
は
異
質
な
ド
イ
ツ
団
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体
法
的
「
社
団
」
（
〈
O
R
E－
問
。
弓

oasm岸
）
と
し
て
理
解
し
う
る
文
言
が
編
入
さ
れ
た
こ
と
（
民
法
三
五
条
「
営
利
ヲ
目
的
ト
ス
ル

社
団
」
）
、
ま
た
、
債
権
編
の
「
会
社
」
契
約
が
法
人
で
あ
る
「
会
社
」
と
は
存
在
の
次
元
を
異
に
す
る
と
い
う
理
由
で
「
組
合
」
契

約
に
名
称
を
変
更
さ
れ
、
会
社
か
ら
疎
外
さ
れ
た
よ
う
に
み
え
る
こ
と
と
が
相
侠
っ
て
、
梅
に
み
ら
れ
る
よ
う
な
、
会
社
契
約
に
よ

る
「
会
社
」
の
基
礎
づ
け
は
旧
民
商
法
典
の
段
階
に
比
較
し
て
影
が
う
す
く
な
っ
て
い
っ
た
。
結
果
的
に
そ
の
と
ど
め
と
な
っ
た
の

が
新
商
法
会
社
編
に
「
会
社
ト
ハ
商
行
為
ヲ
為
ス
ヲ
業
ト
ス
ル
目
的
ヲ
以
テ
設
立
シ
タ
ル
社
団
ブ
謂
フ
」
と
の
文
言
が
加
え
ら
れ
た

こ
と
で
あ
っ
て
、
商
法
学
者
が
こ
れ
を
ド
イ
ツ
法
的
に
捉
え
た
た
め
に
、
結
果
的
に
、
日
本
で
は
、
す
べ
て
の
会
社
が
ド
イ
ツ
の

「
社
団
」
問
。
弓
0
2各
ω常
に
染
め
上
げ
ら
れ
る
と
い
う
ド
イ
ツ
法
か
ら
も
相
当
に
議
離
し
た
体
系
が
主
流
を
な
し
て
い
っ
た
。
し

か
も
こ
の
会
社
の
社
団
化
の
ね
ら
い
は
、
会
社
の
実
体
（
「
憧
」
と
書
い
た
ほ
う
が
お
そ
ら
く
は
同
常
習
コ

8
弓

g
の
原
義
に
近
い
で
あ

ろ
う
）
の
簡
易
な
理
論
化
を
は
か
る
こ
と
と
、
法
人
格
を
あ
た
え
る
前
提
を
と
と
の
え
る
こ
と
と
で
あ
る
。

欧
州
の
会
社
は
、
複
数
人
の
契
約
に
よ
る
特
別
財
産
（
営
業
財
産
）
の
設
定
か
ら
始
ま
り
、
と
く
に
ド
イ
ツ
で
は
社
団
関
α弓
2
・

ω
各
ω岸
概
念
の
発
達
に
よ
っ
て
徐
々
に
法
人
格
と
呼
べ
る
機
能
を
獲
得
し
て
行
き
、
よ
う
や
く
法
人
格
の
成
文
化
に
結
び
つ
い
て

い
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
日
本
の
会
社
は
、
そ
の
よ
う
な
歴
史
的
段
階
を
経
ず
に
、
一
九
世
紀
末
の
新
民
法
・
新
商
法
に
お
い
て

う
つ
わ

一
足
跳
ぴ
に
立
法
的
に
法
人
格
を
あ
た
え
ら
れ
て
今
日
に
至
っ
て
い
る
。
欧
州
で
は
、
企
業
の
器

H
法
形
式
の
数
の
限
定

（関）

（EBOBω
己
主
ω
g）
が
企
業
形
態
の
定
型
化
に
よ
る
法
的
安
定
性
を
求
め
た
も
の
で
あ
っ
て
必
ず
し
も
企
業
に
法
人
格
を
あ
た
え

る
こ
と
を
意
味
し
な
か
っ
た
（
例
え
ば
ド
イ
ツ
の
人
的
会
社
）
の
に
対
し
て
、
日
本
の
「
法
人
法
定
主
義
」
（
民
法
三
三
条
、
二
O
O
五

〔
平
成
一
七
〕
年
改
正
前
商
法
五
四
条
一
項
・
会
社
法
三
条
）
は
と
く
に
そ
の
法
典
編
纂
期
に
は
、
ド
イ
ツ
法
的
な
合
手
理
論
（
合
名
会

社
・
合
資
会
社
は
法
人
で
は
な
い
が
、
商
号
の
も
と
で
権
利
・
義
務
の
担
い
手
た
り
う
る
H

権
利
能
力
を
有
す
る
）
と
い
う
理
論
上
の
難
物

を
素
通
り
し
、
人
的
会
社
も
資
本
会
社
と
同
じ
よ
う
に
法
人
化
し
て
し
ま
う
役
割
を
も
っ
、
い
っ
て
み
れ
ば
魔
法
の
杖
で
あ
っ
た
と

（倒）

い
え
る
。
そ
し
て
そ
の
法
人
化
の
た
め
に
は
人
的
会
社
の
「
社
団
」
化
を
引
き
換
え
に
す
る
ほ
か
な
か
っ
た
（
も
し
組
合
と
す
れ
ば
、
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合
手
理
論
の
泥
沼
に
捕
ま
っ
て
し
ま
う
）
。
つ
ま
り
は
法
人
格
の
付
与
の
み
な
ら
ず
、
も
と
も
と
の
組
織
原
理
に
つ
い
て
も
立
法
技
術

的
な
定
型
化
が
お
こ
な
わ
れ
て
き
た
わ
け
で
あ
る
。
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こ
の
よ
う
な
日
本
的
特
殊
性
を
前
に
わ
れ
わ
れ
は
「
社
団
」
を
ど
の
よ
う
に
解
す
べ
き
か
。
も
と
よ
り
ひ
と
つ
の
方
向
性
は
、
た

ん
な
る
人
的
要
素
を
も
っ
て
「
社
団
」
と
捉
え
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
こ
れ
で
は
解
釈
論
的
・
立
法
論
的
に
格
別
の
意
義
を
有
し

な
い
概
念
（
せ
い
ぜ
い
財
団
説
を
否
定
す
る
程
度
）
を
た
ん
な
る
旧
商
法
の
残
浮
と
し
て
引
き
ず
る
こ
と
に
し
か
な
ら
な
い
だ
ろ
う
。

も
う
ひ
と
つ
は
、
構
成
員
と
は
別
個
の
複
数
人
の
結
合
の
技
術
と
し
て
こ
れ
を
捉
え
る
鈴
木
竹
雄
の
行
き
方
で
あ
る
。
こ
の
考
え
方

が
ド
イ
ツ
法
に
似
寄
り
で
あ
り
な
が
ら
、
じ
つ
は
比
較
法
的
正
統
性
を
も
た
な
い
も
の
で
あ
る
こ
と
は
右
に
述
べ
て
き
た
と
お
り
で

あ
る
。
し
か
し
自
覚
的
に
ド
イ
ツ
法
か
ら
離
れ
、
日
本
式
に
モ
デ
ィ
フ
ァ
イ
し
た
理
論
構
成
と
し
て
こ
れ
を
活
か
す
こ
と
は
当
然
考

え
ら
れ
る
。
と
く
に
合
同
会
社
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
を
「
社
団
」
と
性
質
づ
け
る
と
し
て
も
、
「
組
合
的
規
律
」
と
い
う
。
濃
厚
ψ

な
人
的
関
係
を
ど
の
よ
う
に
理
論
構
成
し
て
い
く
か
、
と
い
う
従
来
か
ら
合
名
会
社
で
争
わ
れ
た
の
と
同
様
の
問
題
を
抱
え
込
む
こ

と
に
な
る
が
、
合
名
会
社
と
異
な
る
合
同
会
社
の
間
接
有
限
責
任
性
は
、
「
社
団
方
式
」
に
と
っ
て
説
明
を
容
易
な
ら
し
め
る
要
素

と
い
え
る
で
あ
ろ
う
。

こ
れ
に
対
し
て
一
人
会
社
に
つ
い
て
は
な
お
検
討
す
べ
き
点
が
多
い
。
新
会
社
法
に
お
い
て
「
社
団
」
性
が
削
除
さ
れ
た
こ
と
を

理
由
に
会
社
か
ら
社
団
性
（
団
体
性
と
い
い
か
え
て
も
よ
い
し
、
人
的
要
素
と
い
っ
て
も
よ
い
）
を
取
り
去
る
と
そ
こ
に
は
実
体
不
明
の

法
人
格
の
み
が
残
る
と
い
う
奇
妙
な
図
式
に
な
る
か
ら
で
あ
る
。
そ
の
極
端
な
例
が
「
一
人
合
名
会
社
」
の
制
度
的
許
容
で
あ
っ
て
、

そ
の
実
体
は
社
団
で
も
組
合
で
も
な
く
、
ま
た
有
限
責
任
化
さ
れ
た
特
別
財
産
で
も
な
い
。
一
人
無
限
責
任
社
員
で
あ
る
自
然
人
ま

た
は
法
人
の
ほ
か
に
は
い
わ
ば
法
人
格
が
あ
る
だ
け
で
あ
る
。
会
社
の
実
体
に
関
し
て
組
合
な
い
し
社
団
理
論
を
と
れ
ば
一
人
合
名

（何）

会
社
の
存
在
の
余
地
は
な
い
は
ず
で
あ
っ
て
「
持
分
会
社
の
種
類
の
変
更
」
（
会
社
法
六
三
八
条
）
の
た
め
と
い
う
パ
ズ
ル
的
論
理
か

ら
は
じ
き
出
し
た
日
本
式
の
幽
霊
と
い
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。



社
団
性
（
お
よ
び
こ
れ
と
の
関
係
で
法
人
性
）
の
問
題
は
論
じ
尽
く
さ
れ
た
の
で
も
な
け
れ
ば
、
無
用
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、

（鮒）

か
つ
て
の
論
争
の
復
活
あ
る
い
は
あ
ら
た
な
理
論
の
建
設
を
待
っ
て
い
る
だ
け
で
あ
る
と
い
わ
ざ
る
を
え
な
い
。

会社、組合、社団

（mm
）
者
宮
内
同
窓
の
V
2・mw
－mW
・O
・－
m
H
一
河
口
・
日
間
Z
R
E
m
o
F
m－m・p
・
ω・
∞
・
邦
語
文
献
と
し
て
後
藤
元
伸
「
団
体
法
に
お
け
る
団
体
類
型

論
と
法
人
法
定
主
義
（
二
）
｜
｜
権
利
能
力
な
き
社
団
を
素
材
に
し
て
｜
｜
」
阪
大
法
学
四
四
巻
四
号
一
五
一
頁
以
下
（
一
九
九
五
年
）
、

「
同
（
一
一
了
完
）
」
阪
大
法
学
四
五
巻
二
号
六
九
頁
以
下
（
一
九
九
五
年
）
。

（Mm
）
松
本
・
前
掲
注
（
沼
）
一
三
ハ
｜
三
七
頁
〔
註
ニ
は
法
人
の
実
体
を
「
法
律
に
依
っ
て
組
織
せ
ら
れ
た
る
組
織
体
」
と
す
る
、
「
法

的
組
織
体
」
説
の
論
拠
を
述
べ
る
中
で
つ
ぎ
の
よ
う
に
い
う
。
「
法
律
が
会
社
を
法
人
と
認
め
た
る
立
法
理
由
は
：
：
：
事
宜
上
独
立
の
利

益
及
び
意
思
を
有
す
る
株
式
会
社
を
目
標
と
し
て
之
を
法
人
と
認
め
た
る
結
果
、
便
宜
上
総
て
の
会
社
を
法
人
と
認
む
る
に
至
っ
た
も
の

に
外
な
ら
ぬ
。
：
：
：
独
商
法
上
の
通
説
は
合
名
会
社
及
び
合
資
会
社
を
法
人
に
非
ざ
る
組
合
と
観
て
居
る
の
で
あ
る
が
、
少
数
説
は
之
を

も
っ
て
法
人
な
り
と
し
又
は
相
対
的
法
人
な
り
と
し
て
居
っ
て
、
学
説
上
種
種
の
疑
問
が
あ
る
。
我
商
法
が
総
て
の
会
社
を
一
様
に
法
人

と
し
て
居
る
の
は
、
実
際
の
便
宜
よ
り
之
を
観
れ
ば
寧
ろ
法
律
関
係
を
簡
明
に
す
る
長
所
あ
る
も
の
と
考
へ
る
。
法
人
を
以
て
法
的
組
織

体
で
あ
っ
て
、
〔
ギ
l
ル
ケ
の
社
会
的
有
機
体
説
を
去
っ
て
｜
｜
引
用
者
補
〕
其
社
会
的
有
機
体
た
る
と
否
と
を
問
は
な
い
も
の
と
す
れ

ば
、
理
論
上
此
の
主
義
を
不
可
と
す
べ
き
根
拠
は
存
し
な
い
の
で
あ
る
」
と
（
傍
点
引
用
者
）
。

（
侃
）
〈
・
同
円
。
宮
古
旦
恩
丹
江
口
m
o
p
。司－

a
f
u・N
a
J
可旦
ω
・

（
%
）
昭
和
二
五
年
改
正
を
契
機
と
す
る
信
託
法
理
に
よ
る
英
米
法
的
な
方
向
で
の
会
社
の
「
基
礎
の
交
代
」
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
先
駆

的
業
績
と
し
て
、
岩
崎
稜
「
取
締
役
責
任
の
信
託
的
構
成
川

ωω
ー
ー
現
代
株
式
会
社
法
構
造
の
状
況
的
理
解
に
ょ
せ
る
覚
書
｜
｜
株
式

会
社
支
配
の
法
理
論

ω」
香
川
大
学
経
済
論
三
六
巻
一
号
七
O
頁
以
下
、
二
号
五
四
頁
以
下
、
四
号
七
三
頁
以
下
（
一
九
六
三
年
）
。
ま

た
、
関
英
昭
「
新
会
社
法
に
於
け
る
社
団
性
の
検
討

l
社
団
と
信
託
の
接
近
」
青
山
法
学
論
集
四
八
巻
一

H
二
号
三
五
頁
以
下
（
二

0
0

六
年
）
参
照
。
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